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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五条及びその解釈 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

(津波による損傷の防止) 

第五条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響 

を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければ 

ならない。 

 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

1 第 5 条に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがある津波」は、敷地及びその周辺地 

域における過去の記録、現地調査の結果、行政機関等が実施した津波シミュレーショ

ンの結果及び 新の科学的・技術的知見等を踏まえ、影響が も大きいものとするこ

と。 

 

2 第 5 条に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」を 

満たすために、前項の津波に対する廃棄物埋設施設の設計に当たっては、以下のいず

れかの方針によること。 

一 安全機能を有する施設は、津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置す 

ること。 

二 津波による遡上波が到達する高さにある場合には、遡上波によって安全機能を損 

なうおそれがないこと。「安全機能を損なうおそれがないこと」とは、遡上波による

安全機能への影響を評価し、施設の一部の機能が損なわれることがあっても、廃棄

物埋設施設全体として安全性が確保されることをいう。なお、「安全機能を損なうお

それがないこと」には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設備を設置して、遡

上波の到達又は流入を防止することを含む。 

 

3 前項の遡上波の到達防止に当たっては、実用炉設置許可基準解釈別記 3 第 5 条第 3 項 

第 1 号②の方針を準用すること。 

 

4 本規程第 5 条第 2 項第 2 号の津波防護施設及び浸水防止設備並びに津波監視設備を 
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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

設置する場合には、実用炉設置許可基準解釈別記 3 第 5 条第 3 項第 2 号及び第 5 号か 

ら第 7 号までの方針を準用すること。この場合において、これら規定中「発電所」とあ

るのは「廃棄物埋設施設」と読み替えるものとする。 

 

2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

(以下「許可基準規則」という。)第二条第 2 項第一号に「「安全機能」とは、廃棄物埋設

施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事

者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、安全機能に対する考え方としては、許可基準規則第二条第 2 項第一号を考

慮し、安全機能を「放射性物質の漏出を防止する機能」、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」

とし、その機能の維持期間及び考え方を第 1 表にまとめる。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

廃止措置の開始後 
放射性廃棄物の 

受入れの開始から覆

土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

放射性物質の漏出

を防止する機能 
○ - - 

移行抑制機能 - ○ △ 

遮蔽機能 ○ ○ △ 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制機能」

と言う。 

 

3. 設計対象施設 

許可基準規則第五条の対象となる安全機能を有する施設は、3 号廃棄物埋設地に設置す

る埋設設備及び覆土とする。 

また、既許可の設備のうち変更対象である、以下について本資料で設計対象とする。 

・1 号 7,8 群埋設設備 

・1 号及び 2 号の覆土 

○：安全機能が必要 
－：安全機能は不要 
△：線量評価において期待する 



3 

 

4. 許可基準規則への適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は、敷地及びその周辺地域における過去の記録、現地調査の結果、

行政機関等が実施した津波シミュレーションの結果及び 新の科学的・技術的知見を踏ま

え、影響が も大きい津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置し、安全機能を

損なわない設計とする。 

なお、設計に当たっては、当社再処理施設が検討及び確認している津波影響評価を参考

にした。 

 

5. 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則の適合性の説明に当たり、廃棄物埋設地の立地的特徴を踏まえ、既往津波

の敷地への到達実績及び既往知見を踏まえた津波の評価結果から、安全機能を有する施設

の安全機能に対する津波の影響を評価した。 

(1) 廃棄物埋設地の立地的特徴  

廃棄物埋設地は、海岸から約 3km 離れた標高 41m～52m の台地に位置するものとし、

取水設備はない。 

埋設設備は、標高 41m～52m の造成面を掘り下げて設置し、覆土後は造成前の標高へ

近づけるものとしている。 

廃棄物埋設地の位置を第 1 図、標高を第 2 図に示す。 

 

 

第 1 図 廃棄物埋設地の位置図 
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第 2 図 廃棄物埋設地付近の標高 

*1：標高(ELm)は造成面標高を示す。 
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(2) 津波影響に対する評価フロー 

評価フローについては、「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」(平成 25

年 6 月 19 日 原規技発第 1306193 号 原子力規制委員会決定)及び当社再処理施設が

検討並びに確認している津波影響評価を参考とし、まず、既往知見を踏まえた津波の

評価を行い、想定される津波の規模観について把握した上で、施設の安全性評価とし

て、津波が廃棄物埋設地の位置に到達する可能性がないことを確認する。評価フロー

の詳細については第 3 図に示す。 

  
6. 既往津波に関する検討 

7. 既往知見を踏まえた津波の評価 

8. 廃棄物埋設地の安全性評価 

文献調査より既往津波の規模観を把握し、 

廃棄物埋設地が位置する敷地に到達した履歴がないことを確認する。 

既往知見を踏まえて想定された津波の規模観が敷地に与える影響について評価する。 

・敷地に影響を与える可能性が も大きかったプレート間地震に起因する津波の評価を行う。 

・プレート間地震に起因する津波の評価として、北方の千島海溝沿いの領域への連動を考慮

した連動型地震(以下「北方への連動型地震」という。)及び南方の日本海溝沿いの領域へ

の連動を考慮した連動型地震(以下「南方への連動型地震」という。)について検討を行う。 

・北方への連動型地震については当社再処理施設が検討及び確認している津波影響評価を参

照し、南方への連動型地震については青森県海岸津波対策検討会(2012、2015)(1)(2)の結果

を参照した。 

既往知見を踏まえた津波の評価を行い、想定される津波の規模観について把握する。 

第 3 図 廃棄物埋設地への影響評価フロー 

すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルについて検討を行い、津波が廃棄物埋設

地の位置に到達する可能性がないことを確認する。 
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6. 既往津波に関する検討 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる既往津波について、宇佐美ほか(2013)(3)、渡辺

(1998)(4)等により、文献調査を行った。 

(1) 文献調査結果 

敷地は太平洋側に位置していることから、敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる

津波として、津波規模*1が 2 以上の主な既往の津波を抽出した。 

また、抽出された津波について、津波の大きさ、波源からの伝播距離及び津波によ

る被害の大きさを考慮し、敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる主要な津波として

以下の 7 つの津波を抽出した。 

• 1611 年の津波 

• 1677 年の津波 

• 1856 年の津波 

• 1896 年明治三陸地震津波 

• 1933 年昭和三陸地震津波 

• 1968 年十勝沖地震に伴う津波 

• 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波 

抽出した津波の推定波源域については第 4 図に、文献調査結果についての詳細は根

拠資料に示す。 

*1：津波規模については宇佐美(2013)(3)より抜粋。 

[津波規模]     被害程度 

[-1]   波高 50cm 以下、無被害。 

[0]    波高 1m 前後で、ごくわずかの被害がある。 

[1]    波高 2m 前後で、海岸の家屋を損傷し船艇をさらう程度。 

[2]    波高 4～6m で、家屋や人命の損失がある。 

[3]    波高 10～20m で 400km 以上の海岸線に顕著な被害がある。 

[4]    大波高 30m 以上で、500km 以上の海岸線に顕著な被害がある。 
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1856 安政八戸沖 

1677 延宝 

1968 十勝沖 

1933 昭和 

1611 慶長 

1896 明治 

*1：地震調査研究推進本部(2012)
(5)
より抜粋・一部加筆、「1611

慶長」及び「1677 延宝」の震源域は羽鳥(2000)
(6)
による。 

2011 東北地方太平洋沖 

第 4 図 青森県東方沖から三陸沖で発生した津波の推定波源域 
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(2) 文献調査結果による既往津波高の評価 

文献調査結果から、近地津波及び遠地津波に分類し、既往津波高の評価を行った。 

主な既往津波の津波高とその位置を第 5 図に、既往津波の波高分布比較を第 6 図に

示す。 

【近地津波】 

敷地周辺に影響を及ぼしたと考えられる津波規模 m(宇佐美ほか(2013)(3))が 2以上の

主な既往の近地津波を第 1 表に、敷地周辺における主な既往の近地津波の津波高を第

2 表に示す。また、主な既往津波高とその位置を第 5 図に示す。 

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波以前の津波高について、敷地近傍を含む

鮫・蕪島より北方の範囲で比較する。 

敷地北方の記録においては、1856 年の津波が、むつ市大畑・湊で津波高 4m、函館市

函館で津波高 3m であり、他の津波と比較して大きい。一方、敷地南方の記録において

は、1968 年十勝沖地震に伴う津波が、三沢市塩釜で 5.1m、八戸市河原木で 大で 4.8m

であり、他の津波と比較して大きい。この津波による尾駮の記録は、1.2m～1.5m であ

る。さらに、相田(1977)(7) によれば、第 6 図に示すように、数値シミュレーションに

よる 200m 等深線上の波高を基にした海岸での平均的な津波高が示されており、これに

よると、八戸付近より北方においては、1856 年の津波が 大となっている(相田

(1977)(7)以降の津波を除く)。 

また、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の津波高は、第 2 表及び第 5 図に示

すとおり、敷地近傍の出戸から新納屋の範囲においては、1968 年十勝沖地震に伴う津

波とほぼ同等の津波高である。この津波による尾駮の記録は、3.5m である。 

以上より、敷地近傍に大きな影響を及ぼしたと考えられる近地津波は、1856 年の津

波(むつ市大畑・湊：4m)、1968 年十勝沖地震に伴う津波(尾駮：1.2m～1.5m)及び 2011

年東北地方太平洋沖地震に伴う津波(尾駮：3.5m)であり、津波高は 10m にも達してい

ないと評価した。 

【遠地津波】 

敷地周辺に影響を及ぼした主な既往の遠地津波を第 3 表に、敷地周辺における主な

既往の遠地津波の津波高を第 4 表に示す。 

敷地近傍に影響を及ぼしたと考えられる遠地津波は、1960 年チリ地震津波であり、

敷地近傍の出戸から新納屋の範囲における津波高は、尾駮で 1.0m が記録されている。 
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そのため、近地津波の津波高を上回るものではないと評価する。 

既往津波について調査を実施した結果、津波高は敷地近傍において 10m にも達して

いないことを確認した。 

 

  

*1：赤線の破線は敷地近傍を示す。 

*2：青線の破線は敷地近傍に大きな影響を及ぼしたと考えられる近地津波を示す。 

第 5 図 主な既往津波高とその位置 
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敷地 

*1：相田(1977)
(7)

より抜粋・一部加筆。

八
戸

 

第 6 図 既往津波の波高分布比較 
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第 1 表 主な既往の近地津波(1/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

869 年 

7 月 13 日 

(貞観 11 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 37.5～39.5°N 

λ ＝ 143～145°E 

8.3 

±1/4 

4 三陸沿岸：城郭・倉庫・門櫓・垣壁等崩れ落ち倒

潰するもの無数。津波が多賀城下を襲い、溺死約

1 千。三陸沖の巨大地震とみられる。 

1611 年 

12 月 2 日 

(慶長 16 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 39.0°N 

λ ＝ 144.4°E 

≒8.1 4 三陸沿岸及び北海道東岸：三陸地方で強震。震害

は軽く、津波の被害が大きかった。伊達領内で死

1,783、南部・津軽で人馬の死 3 千余という。三

陸沿岸で家屋の流出が多く、北海道東部でも溺死

が多かった。1933 年の三陸地震津波に似ている。 

1640 年 

7 月 31 日 

(寛永 17 年) 

渡島地方東部 

ψ ＝ 42.1°N 

λ ＝ 140.7°E 

－ 2 

(1～2) 

北海道噴火湾：駒ヶ岳噴火に伴い津波があり、死

700 余、昆布舟流出 100 余。 

1677 年 

4 月 13 日 

(延宝 5 年) 

青森県東方沖 

ψ ＝ 41.0°N 

λ ＝ 1421/4°E 

71/4～71/2 2 陸中：八戸に震害あり。震後約 1 時間で津波来た

り。家屋流潰約 70 軒。余震が多かった。1968 年

十勝沖地震と似ている。 

1763 年 

1 月 29 日 

(宝暦 12 年) 

青森県東方沖 

ψ ＝ 41.0°N 

λ ＝ 1421/4°E 

7.4 1 

(2) 

陸奥八戸：11 月初めより地震があり、この日大

地震。寺院・民家が破損した。平館で家潰 1、死

3。函館でも強く感じた。津波があり、余震が多

かった。1968 年十勝沖地震と似ているので、も

っと沖の大きな地震かもしれない。 

1793 年 

2 月 17 日 

(寛政 5 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 38.5°N 

λ ＝ 144.5°E 

8.0～ 

8.4 

2 

[2.5] 

陸前・陸中・磐城：仙台領内で家屋損壊 1 千余、

死 12。沿岸に津波が来て、大槌・両石で流潰家

71、死 9、気仙沼で流失家 300 余。余震が多かっ

た。  

1843 年 

4 月 25 日 

(天保 14 年) 

釧路沖 

ψ ＝ 42.0°N 

λ ＝ 146.0°E 

≒7.5 2 釧路・根室：厚岸国泰寺で被害があった。津波が

あり、全体で死 46。 家屋破壊 76。八戸にも津波。

松前・津軽で強く感じ、江戸でも有感。 

1856 年 

8 月 23 日 

(安政 3 年) 

青森県東方沖 

ψ ＝ 41.0°N 

λ ＝ 1421/2°E 

≒7.5 2 

[2.5] 

日高・胆振・渡島・津軽・南部：震害は少なかっ

たが、津波が三陸及び北海道の南岸を襲った。南

部藩で流失 93、潰 106、溺死 26、八戸藩でも死 3

等。余震が多かった。1968 年十勝沖地震に津波

の様子がよく似ており、もう少し海溝寄りの地震

かもしれない。 

1894 年 

3 月 22 日 

(明治 27 年) 

根室半島南西沖 

ψ ＝ 421/2°N 

λ ＝ 146°E 

7.9 2 

[2.5] 

根室沖：根室・厚岸で家屋・土蔵に被害。死 1、

家屋潰 12、津波は宮古 4.0m、大船渡 1.5m 等。 

1896 年 

6 月 15 日 

(明治 29 年) 

三陸沖 

ψ ＝ 391/2°N 

λ ＝ 144°E 

81/4 4 

[3.5] 

『明治三陸地震津波』：震害はない。津波が北海

道より牡鹿半島にいたる海岸に襲来し、死者は青

森 343、宮城 3,452、北海道 6、岩手 18,158。家

屋流失全半潰 8 千～9 千以上、船の被害約 7 千。

波高は、吉浜 24.4m、綾里 38.2m、田老 14.6m 等。

津波はハワイやカリフォルニアに達した。M は津

波を考慮したもの。 
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第 1 表 主な既往の近地津波(2/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

1933年 

3月3日 

(昭和8年) 

三陸沖 

ψ＝ 39°07.7′N 

λ＝145°07.0′E 

8.1 3 

[3] 

『三陸地震津波』：震害は少なかった。津波が太

平洋岸を襲い、三陸沿岸で被害は甚大。死・不

明 3,064、家屋流失 4,034、倒潰 1,817、浸水

4,018。 波高は綾里湾で 28.7m にも達した。日

本海溝付近で発生した巨大な正断層型地震と考

えられている。 

1952年 

3月4日 

(昭和27年) 

十勝沖 

ψ＝ 41°42.3′N 

λ＝144°09.0′E 

8.2 2 

[2.5] 

『十勝沖地震』：北海道南部・東北北部に被害が

あり、津波が関東地方に及ぶ。波高は北海道で

3m 前後、三陸沿岸で 1m～2m。死 28、不明 5、家

屋全壊 815、半壊 1,324、流失 91。 

1958年 

11月7日 

(昭和33年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°18.0′N 

λ＝148°30.0′E 

8.1 1 

[2] 

(2) 

択捉島付近：釧路地方で電信線・鉄道・道路に

小被害があった。太平洋岸各地に津波があり、

小被害。 

1963年 

10月13日 

(昭和38年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°02.9′N 

λ＝149°49.5′E 

8.1 2 

[3] 

択捉島付近：津波があり、三陸沿岸で軽微な被

害。花咲で 1.2m、八戸で 1.3m 等。 

1963年 

10月20日 

(昭和38年) 

択捉島南東沖 

ψ＝ 44°05.6′N 

λ＝150°00.3′E 

6.7 2 

[2] 

ウルップ島沖：10 月 13 日択捉島沖地震の余震。

津波の高さはウルップで 10m～15m、択捉島で

8m。 

1968年 

5月16日 

(昭和43年) 

青森県東方沖 

ψ＝ 40°41.9′N 

λ＝143°35.7′E 

7.9 2 

[2.5] 

『1968 年十勝沖地震』：青森を中心に北海道南

部・東北地方に被害。死 52、傷 330、建物全壊

673、半壊 3,004。青森県下で道路損壊も多かっ

た。津波があり、三陸沿岸 3m～5m、襟裳岬 3m、

浸水 529、船舶流失沈没 127。コンクリ－ト造建

築の被害が目立った。 

1969年 

8月12日 

(昭和44年) 

北海道東方沖 

ψ＝ 43°22.6′N 

λ＝147°54.3′E 

7.8 0 

[2.5] 

(1) 

北海道東方沖：津波により北海道東部に軽い被

害あり。津波の高さは花咲 129cm、釧路 93cm、

八戸 109cm。 

1973年 

6月17日 

(昭和48年) 

根室半島南東沖 

ψ＝ 43°03.5′N 

λ＝145°58.2′E 

7.4 0 

[2] 

(1) 

〈1〉 

『1973 年 6 月 17 日根室半島沖地震』：根室・釧

路地方に被害。全体で傷 26、家屋全壊 2、一部

破損 1。小津波があり、波高は花咲で 2.8m、浸

水 275、船舶流失沈没 10。 

1994年 

10月4日 

(平成6年) 

北海道東方沖 

ψ＝ 43°22.5′N 

λ＝147°40.4′E 

8.2 [3] 

(2) 

〈2〉 

『平成 6 年(1994 年)北海道東方沖地震』：北海

道東部を中心に被害があり、傷 437、住家全壊

61、半壊 348。津波は花咲で 173cm。震源に近い

択捉島では死・不明 10 等、地震と津波で大きな

被害。 

2003年 

9月26日 

(平成15年) 

十勝沖 

ψ＝ 41°46.7′N 

λ＝144°04.7′E 

8.0 [2.5] 

〈2〉 

『平成 15 年(2003 年)十勝沖地震』：太平洋プレ

ート上面の逆断層型プレート境界地震で 1952

年とほぼ同じ場所。死 1、不明 1、傷 849、住家

全壊 116、半壊 368。 大震度 6 弱(道内 9 町村)、

北海道及び本州の太平洋岸に 大 4m 程度の津

波。 
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第 1 表 主な既往の近地津波(3/3) 

発生年月日 

発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

2011年 

3月11日 

(平成23年) 

東北沖 

ψ＝ 38°06.2′N 

λ＝142°51.7′E 

MＷ9.0 [4] 

〈4〉 

『平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震』：

震源域は岩手県から福島県までの東側沖合で南

北に長さ 400km におよび、日本海溝付近から沿

岸部近くまで太平洋プレートと陸側プレートの

境界面で東西に 200km と広かった。主として大

津波によって、死者・行方不明者 1 万 8,000 余

と明治三陸津波に次ぐ被害が生じた。 

*1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)(3)による。 

*2：「発生場所、緯度、経度」及び「地震規模 M」は、次の値を示している。 

1922 年以前の地震、2011 年の地震：宇佐美ほか(2013)(3)。 

1923 年以降の地震(2011 年の地震を除く)：気象庁(1951－2010)(26)による。 

*3：「津波規模 m」は、宇佐美ほか(2013)(3)による。 

ただし、[ ]は羽鳥(2000)(6)による値(宇佐美ほか(2013)(3)により引用)、( )は渡辺(1998)(4)による

値、〈 〉は国立天文台(2014)(27)による値で、宇佐美ほか(2013)(3)と異なる場合のみ示している。 

*4：「地震・津波の概要」は、宇佐美ほか(2013)(3)及び国立天文台(2014)(27)を参照している。 
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第 2 表 主な既往の近地津波の津波高 

(単位：m) 

市町村名 地名 

1611 年 

慶長 16 

三陸沖 

1677 年 

延宝 5 

青森県 

東方沖 

1763 年 

宝暦 12 

青森県 

東方沖 

1856 年 

安政 3 

青森県 

東方沖 

1896 年 

明治 29 

三陸沖 

1933 年 

昭和 8 

三陸沖 

1952 年 

昭和 27 

十勝沖 

1968 年 

昭和 43 

青森県 

東方沖*1 

2003 年 

平成 15 

十勝沖 

2011 年 

平成 23 

東北沖 

森町 森・東森      0.6～1.5  0.6  1.7～2.5 

  砂原      1.2～1.8     

鹿部町 鹿部           

函館市 臼尻    3      1.9 

 椴法華    3      1.1 

 山背泊        1.1  1.8 

 浜町           

 函館   1～2 3 1.8 0.9 0.3 1.0  1.6～3.1 

北斗市 上磯    1.5      1.6 

大間町 奥戸      1.6     

 大間        0.2～1.1  1.7 

風間浦村 易国間        2.2  1.6 

 下風呂      1.8    2.1 

 甲        2.6   

むつ市 木野部      1.5     

 大畑・湊    4  1.0～1.4  2.2  2.5～2.6 

 出戸川      1.6     

 関根      1.0    2.2～2.7 

東通村 入口        1.2 1.7 2.3～5.2 

 岩屋        1.3  1.5～2.1 

 尻屋        2.2  1.8 

 尻労        1.0 2.6 2.3～2.6 

 小田野沢        2.7  1.9 

 老部        2.4   

 白糠        0.9  2.0～2.3 

六ヶ所村 袖戸        0.8～3.1   

 泊        0.6～2.5 1.5 2.4 

 出戸        4.2  2.8 

 尾駮        1.2～1.5  3.5 

 新納屋        3.7   

 高瀬川        1.6  1.9 

三沢市 塩釜      3.0  5.1  5.0～6.7 

 六川目      3.6～4.5  2.1  4.5～6.7 

 淋代      3.0～3.9  2.4  5.2～9.7 

 五川目      3.4  2.5  6.0～11.8 

 四川目      3.8～5.0  2.8～4.0  7.0～9.6 

 三川目      5.0  1.7  5.8～8.1 

おいらせ町 二川目      4.0  2.7  4.5～8.8 

 一川目      1.8～4.2  1.7～4.1  4.8～11.0 

 川口・百石    4  2.5～5.0  3.7～4.0  1.3～8.9 

八戸市 市川・橋向      3.0～3.8    3.0～9.6 

 河原木      1.5～3.0  2.1～4.8  3.3～8.4 

 八戸(湊)   1～3 3～4   2.0 1.6～3.2  1.9～7.1 

 鮫・蕪島     3 2.1～4.7  1.5～4.4  4.5～6.4 

野田村 野田  4～5  6 10.5～20.0 5.0～15.6 2.2 3.9～4.6  5.2～38.4 

宮古市 田老 15～21 2～3  3.8～4 8.5～14.6 4.0～10.1 1.0 1.2～1.5 0.8 7.4～39.8 

 宮古 6～8 2～3 1～2 2 4.6 3.0～8.2 0.7～1.3 1.2～2.0 1.0～1.1 0.4～38.3 

大槌町 
大槌 

(大須賀) 
5～10 2.8～4  3～3.5 2.7～4.0 2.9～3.9  2.2～2.3  7.2～18.1 

釜石市 釜石   1 3～3.7 4.5～8.2 2.7～5.4 2 2.0～3.2 1.3 4.2～30.6 

文献 
羽鳥 

(2000)(6)
 

羽鳥 

(2000)(6) 
羽鳥 

(2000)(6) 
羽鳥 

(2000)(6) 

中央 

気象台 

(1933)(8) 

他(2)(9)(10) 

中央 

気象台 

(1933)(8)

他(10)(12) 
(13) 

渡辺 

(1998)(4) 

岸 

(1969)(11) 

東北 

大学 
(2004)(14) 

東北地方 

太平洋沖 

地震津波 

合同調査 

グループ

(2012)(15) 

*1：1968 年十勝沖地震と同じものとして扱う。  
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第 3 表 主な既往の遠地津波(1/2) 

発生年月日 
発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

[Mt] 

〈Ms〉 

津波 

規模 

m 
地震・津波の概要 

1586年 

7月10日 

(天正14年) 

ペルーのリマ沖 

ψ＝12.3°S 

λ＝77.7°W 

7.7 4 津波の高さはリマで 26m、10km 内陸まで浸入。三陸

の陸前海岸で津波あり。 

1687年 

10月20日 

(貞享4年) 

ペルーのカヤオ沖 

ψ＝15.2°S 

λ＝75.9°W 

7.6 3 カヤオ、チャシカイ、ピスコで津波。この津波は日

本沿岸にも波及し、塩釜で高さ 1.5 尺～1.6 尺(約

50cm)、12 回～13 回押し寄せた。沖縄でも 3 回津波

が押し寄せた。  

1700年 

1月26日 

(元禄12年) 

北米北西部沖 

(カスケード地帯) 

9クラス 

[9?] 

3～4 米国やカナダの沿岸における津波の高さは 5m～7m

と推定。日本沿岸各地の津波の高さは岩手県宮古

3m、同大槌と和歌山県田辺で 2m、茨城県那珂湊や

静岡県清水(三保)で約 2m と推定される。宮古と田

辺で津波の被害があったという。 

1730年 

7月8日 

(享保15年) 

チリのバルパライ

ソ沖 

ψ＝33.1°S 

λ＝71.6°W 

8.7 4 バルパライソは浸水が激しく、港は破壊された。コ

ンセプシオン全滅。津波は三陸の陸前沿岸に襲来、

牡鹿半島で田畑が浸水した。 

1751年 

5月25日 

(宝暦1年) 

チリのコンセプシ

オン沖 

ψ＝36.8°S 

λ＝71.6°W 

8.5 3 古いコンセプシオンは全滅。津波は日本沿岸へ襲

来、三陸沿岸の大槌、牡鹿及び気仙沼で床まで浸水

した。  

1780年 

6月29日 

(安永9年) 

千島列島 

ウルップ島南東沖 

ψ＝46.0°N 

λ＝151.0°E 

7.5 3 ウルップ島で津波の高さ 10m～12m。同島東岸(ワニ

ノフ)に停泊中のロシア船山上に打ち上げられた。

津波は北海道東岸へ襲来した。 

1837年 

11月7日 

(天保8年) 

チリ南部沖 

ψ＝39.8°S 

λ＝73.2°W 

8.0 

[91/4] 

3 コンセプシオン、バルデビアで大津波。津波により

ハワイ諸島で大被害。三陸沿岸陸前の気仙沼湾、本

吉、牡鹿及び宮城の 3 郡で潮溢れる。 

1868年 

8月13日 

(慶応4年) 

チリ北部アリカ沖 

ψ＝18.5°S 

λ＝70.4°W 

8.5 

[9.0] 

4 『アリカ地震』：チリ北部(当時ペルー領)で大津波

となり太平洋に波及した。アリカで津波の高さ14m、

死者 25,000 人ともいわれている。ハワイ島で大被

害。日本沿岸では函館で 2m、宮城県本吉郡、伊豆

下田、沖縄那覇港でも観測。 

1877年 

5月10日 

(明治10年) 

チリのイキケ沖 

ψ＝19.6°S 

λ＝70.2°W 

8.3 

[9.0] 

4 『イキケ地震』：1868 年以上のチリ大地震。太平洋

沿岸全域に波及。チリ沿岸では 1.2m～24m。ハワイ

諸島で 1.2m～6.6m。日本沿岸では、函館 2.4m、釜

石 3m、東京湾 0.7m。函館と三陸沿岸で被害があっ

た。また房総半島で死者を含む被害があった。 

1918年 

9月7日 

(大正7年) 

千島列島 

ウルップ島東方沖 

ψ＝45.5°N 

λ＝151.5°E 

8.2 

[8.5] 

3 津波の高さはウルップ島東岸で12m。日本沿岸では、

根室 1m、函館 0.5m、三陸沿岸 1m 以下。父島では

1.4m で家屋浸水 12、橋梁流失 2 の被害。 
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第 3 表 主な既往の遠地津波(2/2) 

発生年月日 
発生場所 

緯度ψ  

経度λ 

地震 

規模 

M 

[Mt] 

〈Ms〉 

津波 

規模 

m 

地震・津波の概要 

1922年 

11月11日 

(大正11年) 

チリのアタカマ沖 

ψ＝28.5°S 

λ＝70°W 

8.3 

[8.7] 

3 『アタカマ地震』：チリ沿岸で大津波となり、太平洋

沿岸各地に波及した。ペルーのカヤオで 24m。日本沿

岸の津波の 大全振幅は、花咲 60cm、鮎川 65cm 等。

大船渡で家屋 30 棟が波に洗われた(高さ 1～2m か)。 

1946年 

4月1日 

(昭和21年) 

アリューシャン列

島東部 

ψ＝52.8°N 

λ＝162.5°W 

7.4 

[9.3] 

4 『アリューシャン津波』：アリューシャンのウニマク

島灯台で 30.5m、ハワイ諸島で 0.5m～17m の高さとな

る等太平洋沿岸各地にかなりの津波が襲来した。日

本沿岸の津波の 大全振幅は鮎川 56cm、八戸 20cm

等。 

1952年 

11月4日 

(昭和27年) 

カムチャツカ半島

南東沖 

ψ＝52.3°N 

λ＝161.0°E 

8.5 

[9.0] 

3 『カムチャツカ津波』：カムチャツカ半島で 1m～15m

の津波。ハワイ諸島で 10.4m に達する等太平洋沿岸

全域に影響した。日本沿岸における津波の高さは

0.5m～3.0m 程度。北海道、三陸沿岸、下田、尾鷲等

広範囲で家屋の浸水があり、三陸沿岸では漁業関係

の被害があった。 

1960年 

5月22日 

(昭和35年) 

チリ南部沖 

ψ＝39.5°S 

λ＝74.5°W 

8.5 

[9.4] 

4 『チリ地震津波』：チリのイスラ・モチャで 20m～25m

の津波。太平洋沿岸各地に波及し、ハワイ諸島で

10.5mに達する。日本沿岸での波高は三陸沿岸で0.8m

～8.1m、その他で 0.6m～4.2m。日本全体で死・不明

142(うち沖縄で 3)、家屋全壊 1,500 余、半壊 2 千余。 

1964年 

3月28日 

(昭和39年) 

アラスカ湾 

ψ＝61.1°N 

λ＝147.5°W 

9.2 

[9.1] 

〈8.4〉 

4 『アラスカ地震津波』：アラスカのバルディーズで

6.1m～30m の津波。日本では三陸沿岸で漁業施設に若

干の被害があった。 

1965年 

2月4日 

(昭和40年) 

アリューシャン列

島 

ψ＝51.3°N 

λ＝178.6°E 

8.7 

[8.6] 

〈8.2〉 

3 アリューシャンで 0.2m～10m の津波。三陸沿岸の浅

海漁業施設に僅かの被害があった。 

1996年 

2月17日 

(平成8年) 

インドネシアのイ

リアン・ジャヤ沖 

ψ＝0.950°S 

λ＝137.016°E 

〈8.1〉 3 インドネシアのビアック島で 大 7.7m(津波到達時

の潮位上)に達した。日本沿岸の津波の 大全振幅

は、父島で 195cm、串本で 170cm。土佐清水では漁船

20 艘が転覆し、八丈島で漁船に被害があった。 

2010年 

2月27日 

(平成22年) 

チリ中部沖 

ψ＝36.12°S 

λ＝72.90°W 

8.5 [3] チリ沿岸は平均 5m～9m の津波(遡上高さ)。 大は

28m(遡上高さ)。日本沿岸での 大は気仙沼湾奥で

3.0m(全振幅)。 

*1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)(3)による。 

*2：「発生場所、緯度、経度」、「地震規模 M[Mt]〈Ms〉」及び「津波規模 m」は、次の値を示している。 

2010 年の地震：国立天文台(2014)(27)による。ただし、「津波規模 m」は宇佐美ほか(2013)(3)による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)(4)による。 

Mt は津波マグニチュードを、Ms は表面波マグニチュードを示す。 

*3：「地震・津波の概要」は、次を参照している。 

2010 年の地震：今村ほか(2010)(28)及び都司ほか(2010)(29)による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)(4)による。  



17 

 

第 4 表 主な既往の遠地津波の津波高 

(単位：m) 

市町村名 地名 

1868 年 

慶応 4 

チリ北部 

アリカ沖 

1877 年 

明治 10 

チリの 

イキケ沖 

1952 年 

昭和 27 

カムチャツカ 

半島南東沖 

1960 年 

昭和 35 

チリ南部沖 

森町 森・東森    1.5 

  砂原    1.5 

鹿部町 鹿部    0.9 

函館市 臼尻    0.4 

 椴法華     

 山背泊    1.9 

 浜町    1.2 

 函館 2 2.4 0.5～1.5 1.4～2.9 

北斗市 上磯    1.3～1.9 

大間町 奥戸     

 大間    2.0 

風間浦村 易国間     

 下風呂     

 甲     

むつ市 木野部    1.9～2.3 

 大畑・湊    1.4～2.1 

 出戸川    1.2 

 関根    1.6 

東通村 入口    1.7～1.8 

 岩屋    1.3 

 尻屋    1.4 

 尻労     

 小田野沢     

 老部     

 白糠    2.0 

六ヶ所村 袖戸     

 泊     

 出戸     

 尾駮    1.0 

 新納屋     

 高瀬川    2.2 

三沢市 塩釜     

 六川目    2.0 

 淋代     

 五川目    2.3 

 四川目    1.9 

 三川目    1.3 

おいらせ町 二川目    1.0 

 一川目    1.2 

 川口・百石    3.2～4.9 

八戸市 市川・橋向    1.5～3.4 

 河原木    2.2～5.3 

 八戸(湊)    2.5～4.3 

 鮫・蕪島   1.8 3.9 

野田村 野田    4.9～5.2 

宮古市 田老   2.2 1.8～3.2 

 宮古   0.4～1.8 1.2～2.4 

大槌町 大槌(大須賀)   1.5 2.4～3.9 

釜石市 釜石  3  2.1～3.3 

文献 渡辺(1998)(4) 渡辺(1998)(4) 渡辺(1998)(4) 
チリ津波 

合同調査班 

(1961)(16) 他(17) 
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7. 既往知見を踏まえた津波の評価 

敷地に影響を与える可能性がある津波の波源として、プレート間地震、海洋プレート

内地震及び海域の活断層による地殻内地震について検討した結果、影響を与える可能性

が も大きかったプレート間地震に起因する津波の評価について以下に示す。 

なお、解析における評価位置として、尾駮沼内の地形形状を踏まえ、津波高が も高

くなると想定される尾駮沼奥の地点を選定している。 

 

(1) プレート間地震に起因する津波の評価 

プレート間地震は、地震調査委員会(2012)(5)で示されている三陸沖北部のプレー

ト間地震、津波地震及び 2011 年東北地方太平洋沖地震で得られた知見を踏まえ、三

陸沖北部と隣り合う領域の連動を考慮した連動型地震について検討した。 

三陸沖北部と隣り合う領域の連動については、北方への連動型地震及び南方への

連動型地震が考えられるが、ここでは北方への連動型地震の波源モデルを設定して

検討を実施し、南方への連動型地震については青森県海岸津波対策検討会(2012、

2015)(1)(2)の結果を参照した。 

北方への連動型地震の想定波源域を第 7 図、南方への連動型地震の想定波源域を

第 8 図に示す。 

基本モデルとして、三陸沖北部のプレート間地震の波源モデル、津波地震の波源

モデル及び北方への連動型地震の波源モデルについて数値シミュレーションを実施

した結果、北方への連動型地震が評価位置において津波高が 大となった。 
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【想定波源域】 

三陸沖北部～根室沖 

三陸沖北部 

*1：赤線で示す海溝軸は地震調査研究推進本部(2004、2012)
(18)(5)

をトレース。 

第 7 図 北方への連動型地震の想定波源域 
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*1：青森県海岸津波対策検討会(2012)
(1)

より抜粋、一部加筆。

第 8 図 南方への連動型地震の想定波源域 
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(2) 北方への連動型地震の津波波源モデルの解析結果 

評価位置における津波高が 大となる北方への連動型地震について、波源特性、

波源位置及び破壊開始点の不確かさを考慮し評価を実施した結果、評価位置におけ

る津波高は T.M.S.L.(東京湾平均海面)+4.00m であった。不確かさを考慮した解析の

結果を第 9 図及び第 10 図に示す。 

また、廃棄物埋設地への遡上経路としては中央沢が考えられるが、中央沢入口で

の津波高は評価位置の津波高と同程度であり、廃棄物埋設地まで到達していないこ

とが確認できる(第 9 図参照)。 
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*1：等高線は 10m 間隔  

第 9 図 津波高分布 

  評価位置  
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第 10 図 評価位置における時刻暦波形 
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(3) 南方への連動型地震の津波波源モデルの設定～行政機関による津波シミュレー

ション結果～ 

青森県海岸津波対策検討会(2012、2015)(1)(2)では、不確実性を考慮した青森県太

平洋沿岸に も影響を及ぼす 大クラス(L2 津波)の津波を想定し、検討を実施して

いる。また、2011 年東北地方太平洋沖地震の知見を踏まえ、三陸沖北部の海溝沿い

に、大すべり域と超大すべり域を設定している。設定した波源モデルを第 11 図に示

す。 

ここで内閣府(2011)(19)より、L2 津波とは、住民避難を柱とした総合的防災対策

を構築する上で想定する津波であり、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚

大な被害をもたらす 大クラスの津波としている。 

  

*1：青森県海岸津波対策検討会(2012)
(1)

より抜粋。

第 11 図 青森県海岸津波対策検討会(2012)(1)による 大クラスの津波断層モデル

(すべり量分布及び地盤変動量) 
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(4) 南方への連動型地震の津波波源モデルの解析結果～行政機関による津波シミュ

レーション結果～ 

青森県海岸津波対策検討会(2012、2015)(1)(2)の実施した津波解析を第 12 図に示す。

実施した津波解析において、敷地近傍においては T.M.S.L.＋10.00m に達しておらず、

公表された浸水深分布からも、廃棄物埋設地を設置する位置に津波は到達していな

いことが確認できる(第 12 図参照)。 

また、中央沢付近を見ても、廃棄物埋設地を設置する位置まで津波は到達してい

ないことが確認できる。 

第 13 図に示す六ヶ所村沿岸における津波高は 6m～12m との結果が得られており、

敷地近傍で見ると T.M.S.L.+10.00m にも達していない。 

一方、北方への連動型地震は、第 14 図に示すとおり、敷地近傍の海岸線上におけ

る津波高は T.M.S.L.＋10.00m 以上であり、北方への連動型地震に起因する津波が南

方への連動型地震に起因する津波を上回る結果であった。 

  
*1：青森県海岸津波対策検討会(2015)

(2)

より抜粋・一部加筆。  

第 12 図 浸水予測図 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：青森県海岸津波対策検討会(2012)
(1)

より抜粋・一部加筆。

敷地近傍 

第 13 図 海岸線上の津波の水位 

第 14 図 北方への連動型地震に起因する津波の 大ケースの津波高分布 
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(5) 既往知見を踏まえた津波の評価まとめ 

既往知見を踏まえた津波の評価として、地震に起因する津波について評価を行っ

た結果、評価位置における津波高が 大となるのは、プレート間地震に起因する津

波のうち、北方への連動型地震の不確かさを考慮したケースであり、想定される津

波の規模観は評価位置において T.M.S.L.＋4.00m 程度であった。 

また、地震以外の要因に起因する津波の評価として、地すべり等に起因する津波

及び火山現象に起因する津波についても評価を行ったが、影響は極めて小さいと評

価した。 
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8. 廃棄物埋設地の安全性評価 

既往知見を踏まえた津波の評価の結果、津波の規模観は評価位置において T.M.S.L.

＋4.00m 程度と把握できた。よって、敷地周辺の津波の規模観を踏まえても、敷地に与

える影響は少ないと評価した。 

なお、廃棄物埋設地の設置される高さに津波が到達する可能性がないことを確認する

ため、再処理施設で検討されたすべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルによる確

認も実施している。 

再処理施設における検討は、廃棄物埋設設備の潜在的な危険性を鑑みると、検討条件

として過大な設定と考えられることから、すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデ

ルについては参考的な位置付けである。 

 

(1) すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルの設定 

すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルの設定に当たっては、国内外の巨

大地震のすべり量に関する文献調査を実施した。 

内閣府(2012)(20)、杉野ほか(2014)(21)等(22)～(25)による文献調査の結果、既往の巨

大地震及び将来予測のモデルにおける 大すべり量については、内閣府(2012)(20)

の 大のモデルで 60～70m 程度であった。 

そこで、本評価においては、すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルとし

て、既往知見を踏まえた津波の評価において津波高が も高いケースの波源モデル

の各領域のすべり量を 3 倍にしたモデル(以下「すべり量 3 倍モデル」という。）を

設定した。既往知見とすべり量 3 倍モデルのすべり量を比較した結果を第 1 表に、

すべり量 3 倍モデルの波源モデルの位置及び諸元を第 15 図に示す。 
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評価モデル 巨大地震のすべり量に関する文献調査結果 

既往知見を

踏まえた 

津波の評価

モデル 

すべり量 3

倍モデル 

2011 年東北地方 

太平洋沖型地震

モデル 

(杉野ほか

(2014)(21)） 

南海トラフの巨

大地震の 

津波断層モデル 

(内閣府

(2012)(20)) 

世界の MW9.0 クラスの巨

大津波 

(M.Johnson and 

Satake(1999)(22)等(23)～

(25)) 

平均す

べり量 
8.40m 25.20m 10.4m 8.8～11.3m 

大きいもので 

11m 

大す

べり量 
31.19m 93.56m 31.2m 

大のモデルで 

「60～70m」 

大きいもので 

「28～32m」 

第 1 表 既往知見とすべり量 3 倍モデルのすべり量の比較 



 

29 

 

  

第 15 図 すべり量 3 倍モデルの波源モデルの位置及び諸元 
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(2) すべり量が既往知見を大きく上回る波源モデルによる評価結果 

すべり量 3倍モデルによるシミュレーション結果を第 16図に示す。第 16図より、

津波は、廃棄物埋設地には到達していないことを確認した。 

 

 

  
第 16 図 すべり量 3 倍モデルによる検討結果 
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1. 既往津波に関する検討 

(1) 文献調査結果(主な既往の近地津波) 

発生年月

日 
発生場所 
緯度ψ  
経度λ 

地震 
規模 

M 
津波 
規模 

m 
地震・津波の概要 

869 年  

7 月 13 日  

(貞観 11 年) 
三陸沖 
ψ = 37.5～39.5°N 
λ = 143～145 °E 

8.3 

±
1
/

4
 4 

三陸沿岸：城郭・倉庫・門櫓・垣壁等崩れ落ち

倒潰するもの無数。津波が多賀城下を襲い、溺

死約 1 千。三陸沖の巨大地震とみられる。 

1611 年  

12 月 2 日  

(慶長 16 年) 
三陸沖  

ψ =  39.0°N 

λ = 144.4°E 
≒8.1 4 

三陸沿岸及び北海道東岸：三陸地方で強震。震

害は軽く、津波の被害が大きかった。伊達領内

で死 1783、南部・津軽で人馬の死 3 千余という。

三陸沿岸で家屋の流出が多く、北海道東部でも

溺死が多かった。1933 年の三陸地震津波に似て

いる。 
1640 年 

7 月 31 日 
(寛永 17 年) 

渡島地方東部  

ψ =  42.1°N 

λ = 140.7°E 
－ 2 

(1～2) 
北海道噴火湾：駒ヶ岳噴火に伴い津波があり、

死 700 余、昆布舟流出 100 余。 

1677 年  

4 月 13 日  

(延宝 5 年) 
青森県東方沖  

ψ =  41.0°N 

λ = 142
1
/

4
°E 

7
1
/

4
～7

1
/

2
 2 

陸中：八戸に震害あり。震後約 1 時間で津波来

たり。家屋流潰約 70 軒。余震が多かった。1968

年十勝沖地震と似ている。 

1763 年  

1 月 29 日  

(宝暦 12 年) 
青森県東方沖  

ψ =  41.0°N 

λ = 142
1
/

4
°E 

7.4 1 

(2) 

陸奥八戸：11 月初めより地震があり、この日大

地震。寺院・民家が破損した。平館で家潰 1、

死 3。函館でも強く感じた。津波があり、余震

が多かった。1968 年十勝沖地震と似ているの

で、もっと沖の大きな地震かもしれない。 
1793 年  

2 月 17 日  

(寛政 5 年) 
三陸沖  

ψ =  38.5°N 

λ = 144.5°E 
8.0～  

8.4 
2 

[2.5] 
陸前・陸中・磐城：仙台領内で家屋損壊 1 千余、

死 12。沿岸に津波が来て、大槌・両石で流潰家

71、死 9、気仙沼で流失家 300 余。余震が多か

った。  
1843 年  

4 月 25 日  

(天保 14 年) 
釧路沖  

ψ =  42.0°N 

λ = 146.0°E 
≒7.5 2 

釧路・根室：厚岸国泰寺で被害があった。津波

があり、全体で死 46。 家屋破壊 76。八戸にも

津波。松前・津軽で強く感じ、江戸でも有感。 

1856 年  

8 月 23 日  

(安政 3 年) 
青森県東方沖  

ψ =  41.0°N 

λ = 142
1
/

2
°E 

≒7.5 2 

[2.5] 

日高・胆振・渡島・津軽・南部：震害は少なか

ったが、津波が三陸及び北海道の南岸を襲っ

た。南部藩で流失 93、潰 106、溺死 26、八戸藩

でも死 3 等。余震が多かった。1968 年十勝沖地

震に津波の様子がよく似ており、もう少し海溝

寄りの地震かもしれない。 
1894 年  

3 月 22 日  

(明治 27 年) 
根室半島南西沖  

ψ =  42
1
/

2
°N 

λ = 146°E 
7.9 2 

[2.5] 
根室沖：根室・厚岸で家屋・土蔵に被害。死 1、

家屋潰 12、津波は宮古 4.0m、大船渡 1.5m 等。 
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発生年月

日 
発生場所 
緯度ψ  
経度λ 

地震 
規模 

M 
津波 
規模 

m 
地震・津波の概要 

1896 年  

6 月 15 日  

(明治 29 年) 
三陸沖  

ψ =  39
1
/

2
°N 

λ = 144°E 
8

1
/

4
 4 

[3.5] 

『明治三陸地震津波』：震害はない。津波が北

海道より牡鹿半島にいたる海岸に襲来し、死者

は青森 343、宮城 3,452、北海道 6、岩手 18,158。

家屋流失全半潰 8～9 千以上、船の被害約 7 千。

波高は、吉浜 24.4m、綾里 38.2m、田老 14.6m

等。津波はハワイやカリフォルニアに達した。

M は津波を考慮したもの。 

1933 年  

3 月 3 日  

(昭和 8 年) 

三陸沖  

ψ＝ 39°07.7′

N 
λ＝145°07.0′

E 
8.1 3 

[3] 

『三陸地震津波』：震害は少なかった。津波が

太平洋岸を襲い、三陸沿岸で被害は甚大。死・

不明 3,064、家屋流失 4,034、倒潰 1,817、浸水

4,018。 波高は綾里湾で 28.7m にも達した。日

本海溝付近で発生した巨大な正断層型地震と

考えられている。 

1952 年  

3 月 4 日  

(昭和 27 年) 

十勝沖  

ψ＝ 41°42.3′

N 

λ＝144°09.0′

E 
8.2 2 

[2.5] 

『十勝沖地震』：北海道南部・東北北部に被害

があり、津波が関東地方に及ぶ。波高は北海道

で 3m 前後、三陸沿岸で 1～2m。死 28、不明 5、

家屋全壊 815、半壊 1,324、流失 91。 

1958 年  

11 月 7 日  

(昭和 33 年) 

択捉島南東沖  

ψ＝ 44°18.0′

N 

λ＝148°30.0′

E 
8.1 

1 

[2] 

(2) 

択捉島付近：釧路地方で電信線・鉄道・道路に

小被害があった。太平洋岸各地に津波があり、

小被害。 

1963 年  

10 月 13 日  

(昭和 38 年) 

択捉島南東沖  

ψ＝ 44°02.9′

N 

λ＝149°49.5′

E 
8.1 2 

[3] 

択捉島付近：津波があり、三陸沿岸で軽微な被

害。花咲で 1.2m、八戸で 1.3m 等。 

1963 年  

10 月 20 日  

(昭和 38 年) 

択捉島南東沖  

ψ＝ 44°05.6′

N 

λ＝150°00.3′

E 
6.7 2 

[2] 

ウルップ島沖：10 月 13 日択捉島沖地震の余震。

津波の高さはウルップで 10～15m、択捉島で

8m。 

1968 年  

5 月 16 日  

(昭和 43 年) 

青森県東方沖  

ψ＝ 40°41.9′

N 

λ＝143°35.7′

E 
7.9 2 

[2.5] 

『1968 年十勝沖地震』：青森を中心に北海道南

部・東北地方に被害。死 52、傷 330、建物全壊

673、半壊 3,004。青森県下で道路損壊も多かっ

た。津波があり、三陸沿岸 3～5m、襟裳岬 3m、

浸水 529、船舶流失沈没 127。コンクリ－ト造

建築の被害が目立った。 

1969 年  

8 月 12 日  

(昭和 44 年) 

北海道東方沖  

ψ＝ 43°22.6′

N 

λ＝147°54.3′

E 
7.8 

0 

[2.5] 

(1) 

北海道東方沖：津波により北海道東部に軽い被

害あり。津波の高さは花咲 129cm、釧路 93cm、

八戸 109cm。 
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発生年月

日 
発生場所 
緯度ψ  
経度λ 

地震 
規模 

M 
津波 
規模 

m 
地震・津波の概要 

1973 年  

6 月 17 日  

(昭和 48 年) 

根室半島南東沖  

ψ＝ 43°03.5′

N 

λ＝145°58.2′

E 
7.4 

0 
[2] 

(1) 
〈1〉 

『1973 年 6 月 17 日根室半島沖地震』：根室・釧

路地方に被害。全体で傷 26、家屋全壊 2、一部

破損 1。小津波があり、波高は花咲で 2.8m、浸

水 275、船舶流失沈没 10。 

1994 年  

10 月 4 日  

(平成 6 年) 

北海道東方沖  

ψ＝ 43°22.5′

N 

λ＝147°40.4′

E 
8.2 

[3] 

(2) 
〈2〉 

『平成 6 年(1994 年)北海道東方沖地震』：北海

道東部を中心に被害があり、傷 437、住家全壊

61、半壊 348。津波は花咲で 173cm。震源に近

い択捉島では死・不明 10 等、地震と津波で大

きな被害。 

2003 年 
9 月 26 日 

(平成 15 年) 

十勝沖  

ψ＝ 41°46.7′

N 
λ＝144°04.7′

E 
8.0 [2.5] 

〈2〉 

『平成 15 年(2003 年)十勝沖地震』：太平洋プレ

ート上面の逆断層型プレート境界地震で 1952

年とほぼ同じ場所。死 1、不明 1、傷 849、住家

全壊 116、半壊 368。 大震度 6 弱(道内 9 町村)、

北海道及び本州の太平洋岸に 大 4m 程度の津

波。 

2011 年 
3 月 11 日 

(平成 23 年) 

東北沖  

ψ＝ 38°06.2′

N 
λ＝142°51.7′

E 
M

Ｗ
9.0 [4] 

〈4〉 

『平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震』：

震源域は岩手県から福島県までの東側沖合で

南北に長さ 400km に及び、日本海溝付近から沿

岸部近くまで太平洋プレートと陸側プレート

の境界面で東西に 200km と広かった。主として

大津波によって、死者・行方不明者 18,000 余と

明治三陸津波に次ぐ被害が生じた。 
 

  

*1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)
(1)

による。  

*2：「発生場所、緯度、経度」及び「地震規模 M」は、次の値を示している。  

1922 年以前の地震、2011 年の地震：宇佐美ほか(2013)
(1)

。  

1923 年以降の地震(2011 年の地震を除く)：気象庁(1951－2010)
(2)

による。  

*3：「津波規模 m」は、宇佐美ほか(2013)
(1)

による。  

ただし、[  ]は羽鳥(2000)
(3)

による値(宇佐美ほか(2013)
(1)

により引用)、( )は渡辺(1998)
(4)

によ

る値、〈 〉は国立天文台(2014)
(5)

による値で、宇佐美ほか(2013)
(1)

と異なる場合のみ示している。

*4：「地震・津波の概要」は、宇佐美ほか(2013)
(1)

及び国立天文台(2014)
(5)

を参照している。  
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(2) 文献調査結果(主な既往の近地津波の津波高)  

市町村名 地名 

1611 年 

慶長 16 

三陸沖 

1677 年 

延宝 5 

青森県 

東方沖 

1763 年 

宝暦 12 

青森県 

東方沖 

1856 年 

安政 3 

青森県 

東方沖 

1896 年 

明治 29 

三陸沖 

1933 年 

昭和 8 

三陸沖 

1952 年 

昭和 27 

十勝沖 

1968 年 

昭和 43 

青森県 

東方沖*1 

2003 年 

平成 15 

十勝沖 

2011 年 

平成 23 

東北沖 

森町 
森・東森      0.6～1.5  0.6  1.7～2.5 

砂原      1.2～1.8     

鹿部町 鹿部           

函館市 

臼尻    3      1.9 

椴法華    3      1.1 

山背泊        1.1  1.8 

浜町           

函館   1～2 3 1.8 0.9 0.3 1.0  1.6～3.1 

北斗市 上磯    1.5      1.6 

大間町 
奥戸      1.6     

大間        0.2～1.1  1.7 

風間浦村 

易国間        2.2  1.6 

下風呂      1.8    2.1 

甲        2.6   

むつ市 

木野部      1.5     

大畑・湊    4  1.0～1.4  2.2  2.5～2.6 

出戸川      1.6     

関根      1.0    2.2～2.7 

東通村 

入口        1.2 1.7 2.3～5.2 

岩屋        1.3  1.5～2.1 

尻屋        2.2  1.8 

尻労        1.0 2.6 2.3～2.6 

小田野沢        2.7  1.9 

老部        2.4   

白糠        0.9  2.0～2.3 

六ヶ所村 

袖戸        0.8～3.1   

泊        0.6～2.5 1.5 2.4 

出戸        4.2  2.8 

尾駮        1.2～1.5  3.5 

新納屋        3.7   

高瀬川        1.6  1.9 

三沢市 

塩釜      3.0  5.1  5.0～6.7 

六川目      3.6～4.5  2.1  4.5～6.7 

淋代      3.0～3.9  2.4  5.2～9.7 

五川目      3.4  2.5  6.0～11.8 

四川目      3.8～5.0  2.8～4.0  7.0～9.6 

三川目      5.0  1.7  5.8～8.1 

おいらせ町 

二川目      4.0  2.7  4.5～8.8 

一川目      1.8～4.2  1.7～4.1  4.8～11.0 

川口・百石    4  2.5～5.0  3.7～4.0  1.3～8.9 

八戸市 

市川・橋向      3.0～3.8    3.0～9.6 

河原木      1.5～3.0  2.1～4.8  3.3～8.4 

八戸(湊)   1～3 3～4   2.0 1.6～3.2  1.9～7.1 

鮫・蕪島     3 2.1～4.7  1.5～4.4  4.5～6.4 

野田村 野田  4～5  6 10.5～20.0 5.0～15.6 2.2 3.9～4.6  5.2～38.4 

宮古市 田老 15～21 2～3  3.8～4 8.5～14.6 4.0～10.1 1.0 1.2～1.5 0.8 7.4～39.8 

 宮古 6～8 2～3 1～2 2 4.6 3.0～8.2 0.7～1.3 1.2～2.0 1.0～1.1 0.4～38.3 

大槌町 
大槌 

(大須賀) 
5～10 2.8～4  3～3.5 2.7～4.0 2.9～3.9  2.2～2.3  7.2～18.1 

釜石市 釜石   1 3～3.7 4.5～8.2 2.7～5.4 2 2.0～3.2 1.3 4.2～30.6 

文献 
羽鳥 

(2000)(3) 

中央 

気象台 

(1933)(6) 

他(4)(7)(8) 

中央 

気象台 

(1933)(6)

他(8)～ (10) 

渡辺 

(1998)(4) 

岸 

(1969)(11) 

東北 

大学 

(2004)(12

) 

東北地方 

太平洋沖 

地震津波 

合同調査 

グループ

(2012)(13) 

*1：1968 年十勝沖地震と同じものとして扱う。 

*2：敷地近傍箇所を赤枠にて示す。  
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(3) 文献調査結果(主な既往の遠地津波) 

発生年月

日 
発生場所 
緯度ψ  
経度λ 

地震 
規模 

M 
[Mt] 

〈Ms〉 

津波 
規模 
m 

地震・津波の概要 

1586 年  

7 月 10 日  

(天正 14

年) 

ペルーのリマ沖 
ψ＝12.3°S 
λ＝77.7°W 

7.7 4 
津波の高さはリマで 26m、10km 内陸まで浸入。

三陸の陸前海岸で津波あり。 

1687 年  

10 月 20 日  

(貞享 4 年) 

ペルーのカヤオ

沖 
ψ＝15.2°S 
λ＝75.9°W 

7.6 3 
カヤオ、チャシカイ、ピスコで津波。この津波

は日本沿岸にも波及し、塩釜で高さ 1.5～1.6 尺

(約 50cm)、12～13 回押し寄せた。沖縄でも 3 回

津波が押し寄せた。  
1700 年  

1 月 26 日  

(元禄 12

年) 

北米北西部沖 
(カスケード地

帯) 
9 クラス 

[9?] 3～4 
米国やカナダの沿岸における津波の高さは 5～

7m と推定。日本沿岸各地の津波の高さは岩手県

宮古 3m、同大槌と和歌山県田辺で 2m、茨城県

那珂湊や静岡県清水 (三保 )で約 2m と推定され

る。宮古と田辺で津波の被害があったという。 
1730 年  

7 月 8 日  

(享保 15

年) 

チリのバルパラ

イソ沖 
ψ＝33.1°S 
λ＝71.6°W 

8.7 4 
バルパライソは浸水が激しく、港は破壊された。

コンセプシオン全滅。津波は三陸の陸前沿岸に

襲来、牡鹿半島で田畑が浸水した。 

1751 年  

5 月 25 日  

(宝暦 1 年) 

チリのコンセプ

シオン沖  

ψ＝36.8°S 

λ＝71.6°W 
8.5 3 

古いコンセプシオンは全滅。津波は日本沿岸へ

襲来、三陸沿岸の大槌、牡鹿及び気仙沼で床ま

で浸水した。   

1780 年  

6 月 29 日  

(安永 9 年) 

千島列島 
ウルップ島南東

沖  

ψ＝46.0°N 

λ＝151.0°E 
7.5 3 

ウルップ島で津波の高さ 10～12m。同島東岸(ワ

ニノフ)に停泊中のロシア船山上に打ち上げられ

た。津波は北海道東岸へ襲来した。 

1837 年  

11 月 7 日  

(天保 8 年) 
チリ南部沖  

ψ＝39.8°S 

λ＝73.2°W 
8.0 

[9
1
/

4
] 3 

コンセプシオン、バルデビアで大津波。津波に

よりハワイ諸島で大被害。三陸沿岸陸前の気仙

沼湾、本吉、牡鹿及び宮城の 3 郡で潮溢れる。 

1868 年  

8 月 13 日  

(慶応 4 年) 

チリ北部アリカ

沖  

ψ＝18.5°S 

λ＝70.4°W 
8.5 

[9.0] 4 
『アリカ地震』：チリ北部 (当時ペルー領 )で大津

波となり太平洋に波及した。アリカで津波の高

さ 14m、死者 25,000 人ともいわれている。ハワ

イ島で大被害。日本沿岸では函館で 2m、宮城県

本吉郡、伊豆下田、沖縄那覇港でも観測。 

1877 年  

5 月 10 日  

(明治 10

年) 

チリのイキケ沖  

ψ＝19.6°S 

λ＝70.2°W 
8.3 

[9.0] 4 

『イキケ地震』：1868 年以上のチリ大地震。太平

洋沿岸全域に波及。チリ沿岸では 1.2～24m。ハ

ワイ諸島で 1.2～6.6m。日本沿岸では、函館 2.4m、

釜石 3m、東京湾 0.7m。函館と三陸沿岸で被害が

あった。また房総半島で死者を含む被害があっ

た。 
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発生年月

日  

発生場所  
緯度ψ  
経度λ  

地震  
規模  

M 
[Mt] 

〈Ms〉  

津波  
規模  

m 
地震・津波の概要  

1918 年  

9 月 7 日  

(大正 7 年) 

千島列島  
ウルップ島東方

沖  

ψ＝45.5°N 

λ＝151.5°E 

8.2 
[8.5] 

3 

津波の高さはウルップ島東岸で 12m。日本沿岸

では、根室 1m、函館 0.5m、三陸沿岸 1m 以下。

父島では 1.4m で家屋浸水 12、橋梁流失 2 の被害。 

1922 年  

11 月 11 日  

(大正 11

年) 

チリのアタカマ

沖  

ψ＝28.5°S 

λ＝70°W 

8.3 
[8.7] 

3 

『アタカマ地震』：チリ沿岸で大津波となり、太

平洋沿岸各地に波及した。ペルーのカヤオで

24m。日本沿岸の津波の 大全振幅は、花咲

60cm、鮎川 65cm 等。大船渡で家屋 30 棟が波に

洗われた(高さ 1～2m か)。  

1946 年  

4 月 1 日  

(昭和 21

年) 

アリューシャン

列島東部  

ψ＝52.8°N 

λ＝162.5°W 

7.4 
[9.3] 

4 

『アリューシャン津波』：アリューシャンのウニ

マク島灯台で 30.5m、ハワイ諸島で 0.5～17m の

高さとなる等太平洋沿岸各地にかなりの津波が

襲来した。日本沿岸の津波の 大全振幅は鮎川

56cm、八戸 20cm 等。  

1952 年  

11 月 4 日  

(昭和 27

年) 

カムチャツカ半

島南東沖  

ψ＝52.3°N 

λ＝161.0°E 

8.5 
[9.0] 

3 

『カムチャツカ津波』：カムチャツカ半島で 1～

15m の津波。ハワイ諸島で 10.4m に達する等太

平洋沿岸全域に影響した。日本沿岸における津

波の高さは 0.5～3.0m 程度。北海道、三陸沿岸、

下田、尾鷲等広範囲で家屋の浸水があり、三陸

沿岸では漁業関係の被害があった。  

1960 年  

5 月 22 日  

(昭和 35

年) 

チリ南部沖  

ψ＝39.5°S 

λ＝74.5°W 

8.5 
[9.4] 

4 

『チリ地震津波』：チリのイスラ・モチャで 20

～25m の津波。太平洋沿岸各地に波及し、ハワ

イ諸島で 10.5m に達する。日本沿岸での波高は

三陸沿岸で 0.8～8.1m、その他で 0.6～4.2m。日

本全体で死・不明 142(うち沖縄で 3)、家屋全壊

1500 余、半壊 2 千余。  

1964 年  

3 月 28 日  

(昭和 39

年) 

アラスカ湾  

ψ＝61.1°N 

λ＝147.5°W 

9.2 
[9.1] 

〈8.4〉  
4 

『アラスカ地震津波』：アラスカのバルディーズ

で 6.1～30m の津波。日本では三陸沿岸で漁業施

設に若干の被害があった。  

1965 年  

2 月 4 日  

(昭和 40

年) 

アリューシャン

列島  

ψ＝51.3°N 

λ＝178.6°E 

8.7 
[8.6] 

〈8.2〉  
3 

アリューシャンで 0.2～10m の津波。三陸沿岸の

浅海漁業施設に僅かの被害があった。  

1996 年  

2 月 17 日  

(平成 8 年) 

インドネシアの

イリアン・ジャ

ヤ沖  

ψ＝0.950°S 

λ＝137.016°E 

〈8.1〉  3 

インドネシアのビアック島で 大 7.7m(津波到

達時の潮位上 )に達した。日本沿岸の津波の 大

全振幅は、父島で 195cm、串本で 170cm。土佐

清水では漁船 20 艘が転覆し、八丈島で漁船に被

害があった。  

2010 年  

2 月 27 日  

(平成 22

年) 

チリ中部沖  

ψ＝36.12°S 

λ＝72.90°W 
8.5 [3] 

チリ沿岸は平均 5～9m の津波(遡上高さ)。 大

は 28m(遡上高さ)。日本沿岸での 大は気仙沼湾

奥で 3.0m(全振幅)。  
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*1：「発生年月日」は、宇佐美ほか(2013)

(1)
による。 

*2：「発生場所、緯度、経度」、「地震規模 M[Mt]〈Ms〉」及び「津波規模 m」は、次の値を示している。 

2010 年の地震：国立天文台(2014)
(5)

による。  

ただし、「津波規模 m」は宇佐美ほか(2013)
(1)

による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)
(4)

による。 

Mt は津波マグニチュードを、Ms は表面波マグニチュードを示す。 

*3：「地震・津波の概要」は、次を参照している。 

2010 年の地震：今村ほか(2010)
(14)

及び都司ほか(2010)
(15)

による。 

2010 年以外の地震：渡辺(1998)
(4)

による。 
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(4) 文献調査結果(主な既往の遠地津波の津波高) 

 

*1：敷地近傍箇所を赤枠にて示す。 
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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第六条及びその解釈 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

第六条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第 1 項 

安全機能を有する施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）であつてその供

用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機

能を損なわないものでなければならない。 

 

第 2 項 

安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定される廃棄物埋設施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

ものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 6 条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第 1 項 

第 1 項に規定する「想定される自然現象」とは、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の自

然環境を基に、最新の科学的・技術的知見に基づき、洪水、地滑り、火山の影響等から適用

されるものをいう。なお、必要のある場合には、異種の自然現象の重畳を考慮すること。 

 

第 2 項 

第 2 項に規定する「廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに

選択されるものであり、ダムの崩壊等をいう。 

 

第 3 項 

第 1 項及び第 2 項に規定する「安全機能を損なわないもの」とは、安全機能が達成される

こと(安全上支障のない期間内において速やかに修復できることが確実であることを含む。)

をいう。 
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2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(以

下「許可基準規則」という。)第二条第 2 項第一号に「「安全機能」とは、廃棄物埋設施設の

安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事者に放射

線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、安全機能に対する考え方としては、許可基準規則第二条第 2 項第一号を考慮

し、安全機能を「放射性物質の漏出を防止する機能」、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」とし、

その機能の維持期間及び考え方を第 1 表にまとめる。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

廃止措置の開始後 
放射性廃棄物の 

受入れの開始から

覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

放射性物質の漏出

を防止する機能 
○ － － 

移行抑制機能 － ○ △ 

遮蔽機能 ○ ○ △ 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制機能」

と言う。 

 

3. 設計対象設備 

許可基準規則第六条の対象となる安全機能を有する施設は、3 号廃棄物埋設地に設置する

埋設設備及び覆土とする。 

また、既許可の設備のうち変更対象である、以下について本資料で設計対象とする。 

・1 号 7,8 群埋設設備 

・1 号及び 2 号の覆土 

 

4. 許可基準規則への適合のための設計方針 

許可基準規則への適合のための設計方針として、設計の対象期間は、放射性廃棄物の受入

れの開始から廃止措置の開始までとする。 

放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までは、埋設設備により放射性物質の漏出を防

止する機能及び遮蔽機能を確保する。覆土完了から廃止措置の開始までは、埋設設備により

移行抑制機能、覆土により遮蔽機能及び移行抑制機能を確保する。 

許可基準規則への適合性の確認に当たり、廃棄物埋設施設の特徴として、安全を確保する

○：安全機能が必要 

－：安全機能は不要 

△：線量評価において期待する 



 

3 

上で常時機能維持が必要な動的機器がないこと、埋設設備は鉄筋コンクリート造であり十分

な構造上の安定性を有することを考慮する。また、廃棄物埋設施設は取り扱う放射性廃棄物

の放射能濃度が低いことを考慮する。 

上記を踏まえ、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に想定される自然現象(地震及び津波を

除く。)のうち、放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの期間に安全機能を

有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれのある自然現象に対して、設計上考慮す

る必要性の有無を評価し、必要性がある事象については、安全機能を損なわないように設計

する。 

また、敷地及び敷地周辺の状況を基に想定される安全機能を有する施設の安全機能に大き

な影響を及ぼすおそれのある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)（以下

「人為事象」という。）に対して、設計上考慮する必要性の有無を評価し、必要性がある事

象については、安全機能を損なわないように設計する。 

ここで、大きな影響とは、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失よりも大きい

場合、又は、埋設設備が外力によって移動する場合を想定する。 

 

5. 許可基準規則への適合性説明 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがある事象の選定につい

ては、国内外の基準及び文献調査により自然現象及び人為事象を網羅的に抽出し、立地特性、

施設の特徴及び事象の発生確率を考慮して検討した結果、安全機能に大きな影響を及ぼす事

象はない。(添付資料 1) 
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1. はじめに 

本資料は、許可基準規則第六条に関する適合性を示す上で考慮する自然現象及び人為

事象(以下自然現象及び人為事象をまとめて「自然現象等」という。)について、大きな

影響を及ぼすおそれのある事象の選定結果を説明する。 

 

2. 大きな影響を及ぼすおそれがある事象の選定 

廃棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがある事象の選定の流れとし

ては、自然現象等を国内外の基準及び文献から網羅的に抽出し、廃棄物埋設地の安全機

能に大きな影響を及ぼすおそれがない事象は除外した。 

ここで、大きな影響とは、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失よりも大

きい場合、又は、埋設設備が外力によって移動する場合を想定する。 

上記の観点で、廃棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがある事象を検

討した結果、自然現象として洪水、地すべり、火山の影響、土石流を、人為事象として

ダムの崩壊を選定した。(根拠資料 1) 

選定した各事象について、立地特性、施設の特徴及び事象の発生確率を考慮して、廃

棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす可能性及び安全設計として考慮する必要

性の有無について評価した。その結果、廃棄物埋設地の安全機能に大きな影響を及ぼす

自然現象及び人為事象はないため、安全設計への考慮は不要である。(第 1 表) 
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第 1 表 大きな影響を及ぼすおそれがある事象の検討 

 

事象 事象に対する考え方 

自
然
現
象 

洪水 

周辺河川において洪水が発生したとしても、老部川は標高 5m～

20m、二又川は標高 1m～5m を流れることから、標高 30m 以上の

台地に位置する廃棄物埋設地への影響はないため、考慮しない。 

地すべり 

廃棄物埋設地及びその付近に地すべり地形はなく、地質調査結

果から、すべり面となるような弱層も確認されていないため、

考慮しない。 

火

山

の

影

響 

設
計
対
応
不
可
能
な
事
象 

新しい火口の開口 
3 号廃棄物埋設地に影響を及ぼし得る火山を対象に、設計対応不

可能な火山事象について、発生実績、過去最大規模の噴火の知

見に基づき敷地への到達の可能性について評価した結果、廃棄

物埋設地に影響を及ぼす可能性は十分小さいため、考慮しない。

(十条 廃棄物埋設地のうち第一号及び第三号 参考資料 8 参

照) 

 

火砕物密度流 

溶岩流 

岩屑なだれ 

地すべり及び斜面

崩壊 

土石流 

周辺河川において土石流が発生したとしても、老部川は標高 5m

～20m、二又川は標高 1m～5m を流れることから、標高 30m 以上

の台地に位置する廃棄物埋設地への影響はないため、考慮しな

い。 

人
為
事
象 

ダムの崩壊 

廃棄物埋設地の周辺にダムはないため、ダムの崩壊による影響

は考慮しない。 
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1. はじめに 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象及び人為事象(以下自然現象及び人為事象を

まとめて「自然現象等」という。)について、廃止措置の開始前の期間に対して、安全

機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼし得る自然現象等を選定する。 

 

2. 自然現象等の選定の考え方 

自然現象等の選定の考え方としては、自然現象等を国内外の基準及び文献から網羅的

に抽出し、安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼさない事象は除外し、

詳細評価をすべき事象を選定する。 

なお、地震及び津波の影響については、第四条及び第五条で別途説明する。 

 

3. 自然現象等を抽出した国内外の文献 

国内外の基準及び文献は、自然災害、産業事故、原子力発電所の安全性に影響を与え

る可能性のある外部ハザード、放射性廃棄物処分施設の地質環境及び安全評価に係る情

報が網羅的に示されているものを参考にした。自然現象等を抽出した国内外の文献の一

覧を第 1 表に示す。 

 

4. 自然現象等の選定結果 

安全機能を有する施設の安全機能に大きな影響を及ぼすおそれがある自然現象及び

人為事象の選定結果を第 2 表及び第 3 表に示す。 

なお、自然現象等を抽出した国内外の基準及び文献から廃棄物埋設施設の安全性に影

響を与えると考えられる自然現象及び人為事象を網羅的に抽出した時点で、明らかに類

似した事象は統合した。(第 4 表及び第 5 表) 
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第 1 表 自然現象等を抽出した国内外の文献一覧 

No. 文献名 

1 日本原子力学会（2014）：外的ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014(AESJ-SC-RK008) 

2 国会資料編纂会（1998）：日本の自然災害 

3 日外アソシエーツ（2010）：日本の災害史事典 1868-2009 

4 日外アソシエーツ（2010）：産業災害全史<シリーズ災害・事故史 4>  

5 IAEA(2003)：Site Evaluation for Nuclear Installations, Safety Requirements Series No.NS-R-3(Rev.1) 

6 
IAEA(2010)：Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power 

Plants, Specific Safety Guide No.SSG-3 

7 NRC(1983)： PRA PROCEDURES GUIDE（Vol.1,Voｌ.2）, NUREG/CR-2300 

8 
NRC（ 1991） ： Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External 

Events(IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities, NUREG-1407 

9 NRC（1987）：Evaluation of External Hazards to Nuclear Power Plants in the United States, NUREG/CR-5042 

10 NEI（2012）：DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE, NEI 12-06 

11 IAEA(2015)：Site Survey and Site Selection for Nuclear Installations, Specific Safety Guide No.SSG-35 

12 OECD/NEA（2000）：Features, Events and Processes (FEPs) for Geologic Disposal of Radioactive Waste 

13 OECD/NEA（2014）：Updating the NEA International FEP List, An IGSC Technical Note 

14 
総合資源エネルギー調査会原子力保安・安全部会（2003）：廃棄物安全小委員会報告書 

 -高レベル放射性廃棄物処分の安全規制に係る基盤確保に向けて- 

15 IAEA(2004)：Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities Vol.1 

16 IAEA(2004)：Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities Vol.2 

17 土木学会（2006）：精密調査地区選定段階における地質環境調査と評価の基本的考え方 

18 原子力安全基盤機構(2006)：地層処分に係る調査に関する報告書 

19 産業技術総合研究所（2007）：概要調査の調査・評価項目に関する技術資料 

20 原子力安全基盤機構（2008）：地層処分の立地選定段階の調査に係わるガイドラインの検討 

21 土木学会（2008）：余裕深度処分の安全評価における地下水シナリオに用いる核種移行パラメータ設定の考え方 

22 原子力安全委員会(2010)：余裕深度処分の管理終了以後における安全評価に関する技術資料 

23 IAEA（2011）：Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, Specific Safety Guide No. SSG-14 

24 IAEA（2014）：Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, Specific Safety Guide No. SSG-29 

No.1～11：自然災害及び産業事故に関する文献 No.12～24：放射性廃棄物処分施設の地質環境及び安全評価に係

る文献 

なお、上記論文に記載される内部事象については、第十条第四号の「影響事象分析」で説明する。 
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第 2 表 自然現象の選定（1/5） 

 

国内外の文献から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象*1 

1 

プ
レ
ー
ト
運
動
に
起
因
す
る
事
象 

火
山
・ 

火
成
活
動 

火山の影響 ○ 

2 

地
震
・
断
層
活
動 

地震 第四条*2 

3 
断層活動 

（地盤の変形） 
× 

4 地盤の変位 × 

5 液状化 × 

6 津波 第五条*3 

7 
隆起・ 

沈降運動 
隆起・沈降 × 

8 

その他 

変成作用 × 

9 塑性変形作用 × 

10 続成作用 × 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある

安全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 

*2：地震の影響については、第四条（地震による損傷の防止）で別途説明する。 

*3：津波の影響については、第五条（津波による損傷の防止）で別途説明する。 
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第 2 表 自然現象の選定（2/5） 

 

国内外の文献から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象 

11 

気
象
変
動
に
起
因
す
る
事 

静振 × 

12 高潮 × 

13 波浪・高波 × 

14 高潮位 × 

15 低潮位 × 

16 海流異変 × 

17 風（台風） × 

18 竜巻 × 

19 砂嵐 × 

20 極端な気圧 × 

21 降水（量） × 

22 洪水 ○ 

23 降雹 × 

24 落雷（電流） × 

25 高温（気温） × 

26 
低温・凍結 

（気温） 
× 

27 氷結 × 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 
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第 2 表 自然現象の選定（3/5） 

 

国内外の文献等から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象 

28 

気
象
変
動
に
起
因
す
る
事 

氷晶 × 

29 氷壁 × 

30 高水温 × 

31 低水温 × 

32 干ばつ × 

33 霜 × 

34 霧 × 

35 積雪 × 

36 雪崩 × 

37 
土壌の 

収縮・膨張 
× 

38 
海氷による川の 

閉塞 
× 

39 
湖若しくは 

川の水位降下 
× 

40 海水準変動 × 

41 風化 × 

42 蒸発散（量） × 

43 かん養（量） × 

44 永久凍土 × 

45 河川流量 × 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 
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第 2 表 自然現象の選定（4/5） 

 

国内外の文献から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象 

46 

プ
レ
ー
ト
運
動
と
気
候
変
動
の
両
者
に
起
因
す
る
事
象 

地下水位 

（地下水流動） 
× 

47 土石流 ○ 

48 陥没 × 

49 
地形及び陸水の 

変化 
× 

50 
地盤（地表面）の 

侵食 
× 

51 海岸侵食 × 

52 海面下の侵食 × 

53 地下水による侵食 × 

54 
河川の 

流路変更 
× 

55 変質 × 

56 
流出点の状態 

(河川・沼) 
× 

57 

そ
の
他 

泥湧出（泥火山） × 

58 地すべり ○ 

59 透水性の変化 × 

60 斜面の不安定 × 

61 森林火災 × 

62 草原火災 × 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 
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第 2 表 自然現象の選定（5/5） 

 

国内外の文献から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象 

63 

そ
の
他 

生物学的事象 × 

64 塩害 × 

65 隕石 × 

66 カルスト × 

67 岩塩ダイアピル × 

68 深部流体 × 

69 天水の水質 × 

70 
表流水・地下水の 

水質 
× 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 
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第 3 表 人為事象の選定（1/2） 

 

国内外の文献から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象 

1 
船舶事故による 

油流出 
× 

2 
船舶事故 

（爆発、化学物質の放出） 
× 

3 船舶の衝突 × 

4 
飛来物 

（航空機落下等） 
× 

5 
鉄道事故 

（爆発、化学物質の放出） 
× 

6 鉄道の衝突 × 

7 
交通事故 

（爆発、化学物質の放出） 
× 

8 自動車の衝突 × 

9 近隣工場の爆発 × 

10 
工場事故 

（化学物質の放出） 
× 

11 
鉱山事故 

（爆発、化学物質の放出） 
× 

12 
土木・建築現場の事故 

（爆発、化学物質の放出） 
× 

13 
軍事基地の事故 

（爆発、化学物質の放出） 
× 

14 
軍事基地からの 

飛来物 
× 

15 
軍事行動による 

破壊･損傷 
× 

16 
パイプライン事故 

（爆発、化学物資の放出） 
× 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 
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第 3 表 人為事象の選定（2/2） 

 

国内外の文献から 

抽出した事象 

大きな影響を及ぼす 

おそれがある事象 

17 
敷地内における化学

物質の漏えい 
× 

18 人工衛星の落下 × 

19 ダムの崩壊 ○ 

20 電磁的障害 × 

21 掘削工事 × 

22 重量物の落下 × 

23 タービンミサイル × 

24 有毒ガス × 

25 近隣工場の火災 × 

26 火災 × 

*1：大きな影響を及ぼすおそれがある事象とは、事象による影響が地震により発生するおそれがある安

全機能の喪失よりも大きい場合又は、埋設設備が外力により移動する場合とする。 
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第 4 表 文献調査の結果抽出された自然現象（1/4） 

  

  

1 2,3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 地震 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

2 地盤沈下 ○ ○ ○ － ○ － － － － ○

3 地盤隆起 ○ ○ － ○ ○ － － － － ○
4 断層活動・地割れ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ 3

5 地滑り ○ － － －

6 豪雨による地滑り ○ － － －
7 融雪による地滑り ○ － － －

8 地下水による地滑り － ○ － － －

9 液状化現象 － ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － ○ － － ○ ○ － － － ○ － 5

10 泥湧出 － － － － － － － － － ○ － － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － － 6

11 斜面の不安定 － － ○ － ○ － － － － ○ － － － － － － － － － － － －

12
斜面の不安定
崖崩れor陥没

－ － ○ － ○ － － － － ○ － － － － － － － － － － － －

13 地震による津波 ○ －

14 火山による津波 ○ －

15 静振 － ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － 9
16 高潮 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － 10

17 波浪・高波 － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ - － － － － － － － － － － － － － 11

18 高潮位 － ○ － ○ ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － － － － － －
19 異常潮位 － ○ ○ － - － － － － － － － － － － － － － － － － －

20 高湖水位 － － － － ○ ○ － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － -

21 高河水位 － － － － ○ ○ － － － ○ － － － － － － － － － － － － -
22 低潮位 － ○ － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － 13

23 低水位 － － － ○ － － － － ○ － － － － － － － － － － － － -

24 海流異変 － ○ － － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － 14

25 風（台風） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － －
26 氷嵐 － － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － － －

27 雪嵐（吹雪） － － ○ － ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － －

28 強い直線風 － － － － － － － － ○ ○ － － － － － － － － － － － －
29 竜巻 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － 16

30 暴風による砂嵐 － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － － － 17

31 高圧 － ○ － － － － － －
32 低圧 － ○ － － － － － －

33 急激な気圧変化 － ○ － － － － － －

34 豪雨 － － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19
35 地震による洪水 ○ ○ － － － － － －

36 豪雨による洪水 － ○ ○ － ○ ○ ○ －

37 融雪による洪水 － ○ ○ － ○ － - ○
38 高水位による洪水 － － － － － － ○ - ○

39
近隣河川、湖、貯水池
による洪水

－ － ○ － － ○ － ○ ○

40 地滑りによる洪水 － － － ○ ○ － ○ - －

41 豪雨による鉄砲水 － ○ ○ － － － － - ○

○

－ － － －

○

○ ○ － ○ －

－－ ○ － － ○ ○

○ 20○ ○

○ ○ ○

15

18－ － －

12

○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ －

7

－ 8○ － － －

2

4－ － － － － － － ○ ○○ ○ ○
○

○

○－ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

－ －

全事象

許可基準規則

解釈*1、
火山影響評価

ガイド*2

既往の国内外文献による自然現象・人為事象の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

既往の国内外文献による地質環境の長期変動項目の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

埋設施設へ影響を与える可能性の
ある事象の整理と抽出

○

○

－

○

○

地盤の変形

地盤の変位

地滑り

液状化現象

泥湧出

斜面の不安定

津波

静振
高潮

波浪・高波

高潮位

高潮位に含む

洪水に含む
低潮位

低潮位含む

海流異変

風（台風）

竜巻

砂嵐

極端な気圧

降水

地震

洪水

*1：第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈(以下「許可基準規則解釈」という。)に例示されている事象

を含む場合は○で示す。  

*2：「火山影響評価ガイド」に記載される火山事象を含む場合は○で示す。  
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第 4 表 文献調査の結果抽出された自然現象（2/4） 

 

1 2,3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 18 19 20 21 22 23 24

全事象

許可基準規則

解釈*1、
火山影響評価

ガイド*2

既往の国内外文献による自然現象・人為事象の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

既往の国内外文献による地質環境の長期変動項目の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

埋設施設へ影響を与える可能性の
ある事象の整理と抽出

42 地震による土石流 － ○ － － － － － － －

43 暴雨による土石流 － ○ － － － － － － －

44 降雹 － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － － － 22
45 落雷（電流） － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － － － 23

46 森林火災 － ○ － － ○ ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － － － 24

47 草原火災 － ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － 25
48 高温 － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26

49 低温・凍結 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 27

50 氷結 － ○ ○ ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － － 28
51 氷晶 － ○ ○ － － ○ － － － － － － － － － － － － － 29

52 氷壁 － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － 30

53 高水温 － ○ - － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － 31
54 低水温 － ○ - － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － 32

55 干ばつ － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － 33

56 霜 － ○ ○ － ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － 34

57 霧 － ○ ○ － ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － 35

58
火山弾
（大きな噴石）

○ ○

59
火山礫
（小さな噴石）

○ ○

60 火砕流 ○ ○ ○
火砕流（サージ及びブラスを
含む）

61 溶岩流 ○ ○ ○ 溶岩流
62 火砕サージ ○ ○ - サージ〔火砕流に含む〕

63 爆風 ○ ○ - ブラスト〔火砕流に含む〕

64 洪水 ○ ○ ○
火山性土石流、火山泥流及び
洪水

65 降灰 ○ ○ ○ 降下火砕物

66 火災（山林火災） - ○ - （27森林火災に含める）
67 火山ガス滞留 ○ ○ ○ 火山ガス

68 熱湯 ○ ○ - 熱水系及び地下水の異常

69 山体崩壊 ○ ○ ○
岩屑なだれ、地滑り及び斜面
崩壊

70 新しい火口の開口 ○ － － 新しい火口の開口
71 津波及び静振 ○ － － 津波及び静振

72 大気現象 ○ － － 大気現象

73 地殻変動 ○ － － 地殻変動

74
火山性地震とこれに関
連する事象

○ － －
火山性地震とこれに関連する
事象

75 熱湯 － ○ － － － － － － － 〔火山：熱湯に含める〕

76 積雪 － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － － － － － － － － － － － － 37
77 豪雪による雪崩 － ○ － － － － － － － － － － － － －

78 融雪による雪崩 － ○ － － － － － － － － － － － － －

積雪

雪崩

低温・凍結

氷結
氷晶

氷壁

高水温
低水温

干ばつ

霜

霧

土石流

降雹
落雷（電流）

森林火災

草原火災
高温

36

－

○

○

○ － － － － － 21－ － － － － －

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ － － ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ － －

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ －

○

火山から発生するの飛来物
（噴石）

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

火
山
の
影
響

○

○ 38

*1：許可基準規則解釈に例示されている事象を含む場合は○で示す。  

*2：「火山影響評価ガイド」に記載される火山事象を含む場合は○で示す。  
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第 4 表 文献調査の結果抽出された自然現象（3/4） 

 

1 2,3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 18 19 20 21 22 23 24

全事象

許可基準規則

解釈*1、
火山影響評価

ガイド*2

既往の国内外文献による自然現象・人為事象の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

既往の国内外文献による地質環境の長期変動項目の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

埋設施設へ影響を与える可能性の
ある事象の整理と抽出

79 生物学的事象 － ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － － － － － － －

80 動物 － ○ ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － －

81
塩害：海塩粒子による
絶縁破壊

－ ○ － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － －

82 塩害：腐食 － ○ － － ○ － － － － ○ － － － － － － － － － － － －
83 隕石 － ○ － － － －

84 隕石による衝撃波 － ○ － － － －

85 陥没 － － ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － － － － － － ○ － － 42
86 土壌の収縮・膨張 － － － － － ○ － － － － － － － － － － － － － － － － 43

87 隆起・沈降運動 ○ - － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 44

88 地形及び陸水の変化 － - - - - - - - - ○ － ○ － － － － － － － － － － 45
89 地盤の侵食 － － － ○ － － － － 46

90 海岸浸食 － ○ － ○ － － － － － 47

91 海面下の侵食 － ○ － － － － － － － 48

92
強い水流、地下水によ
る侵食

－ － － － ○ － － － － 49

93 カルスト － ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － 50

94 海氷による川の閉塞 － ○ － ○ － － － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － 51

95
湖若しくは川の水位降
下

－ ○ － － － ○ － － － ○ － － － － － － － － － － － － 52

96 河川の流路変更 － ○ － － － ○ － － － ○ － － － － － － － － － － － － 53

97 有毒ガス － － － － － ○ － － － ○ － － － － － － － － － － － － -

98
太陽フレアによる磁気
嵐

－ ○ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － -

99 気候変動・サイクル － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － -

100
氷期－間氷期サイク
ル

－ － － － － － － － － － ○ ○ － － － － -

101 温暖化 － － － － － － － － － － ○ ○ － － － － -

102 海水準変動 － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 54

103 構造運動 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － ○ － － － － － ○ -

104 変成作用 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － 55

105 塑性変形作用 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － 56

106 続成作用 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － 57
107 岩塩ダイヤピル － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － 58

108 地殻変動 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － － － － － － － -

109 海象 － － － － － － － － － ○ ○ － － ○ － － － － － ○ － ○ -

110
地質・地質構造の性
状・特性

－ － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

111 天然資源・鉱物資源 － － － － － － － － － ○ ○ － ○ ○ － － ○ ○ － ○ ○ － -

海象⇒高潮、潮位、津波で検討

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

〔電磁的障害含める〕

気候変動による海水準変動や気
象の変化として個別に考慮

海水準変動

断層・火山・隆起等として考慮

変成作用

塑性変形作用

続性作用
岩塩ダイアピル

断層・火山・隆起等として考慮

地盤の侵食

海岸浸食

海面下の侵食

地下水による侵食

カルスト

海氷による川の閉塞

湖若しくは川の水位降下

河川の流路変更

〔人為の有毒ガスに含める〕

生物学的事象

塩害

隕石

陥没
土壌の収縮・膨張

隆起・沈降

地形及び陸水の変化

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○○ ○ ○ ○ 41－

○

－ － － －－

○○ ○

○○ ○ ○ ○

○

○ － ○ － －

40

39

*1：許可基準規則解釈に例示されている事象を含む場合は○で示す。  

*2：「火山影響評価ガイド」に記載される火山事象を含む場合は○で示す。  
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第 4 表 文献調査の結果抽出された自然現象（4/4） 

 

  

1 2,3,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 18 19 20 21 22 23 24

全事象

許可基準規則

解釈*1、
火山影響評価

ガイド*2

既往の国内外文献による自然現象・人為事象の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

既往の国内外文献による地質環境の長期変動項目の抽出
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す

埋設施設へ影響を与える可能性の
ある事象の整理と抽出

*1：許可基準規則解釈に例示されている事象を含む場合は○で示す。  

*2：「火山影響評価ガイド」に記載される火山事象を含む場合は○で示す。  

112 風化 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － － ○ ○ ○ － － ○ 59

113 変質 － － － － － － － － － － ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ 60

114
力学・変形特性（掘削
影響範囲・力学的安定
性を含む）

－ － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

115 熱特性 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ － ○ － ○ ○ － ○ － -

116 蒸発散量 － － － － － － － － － － ○ － － ○ ○ － － ○ ○ － － ○ 61

117 涵養量 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 62
118 季節的な氷の量 － － － － － － － － － － ○ － － ○ － － － － － － － － -

119 風速・風向 － － － － － － － － － ○ ○ ○ － ○ － － ○ － － ○ － － -

120 極端な気象パターン － － － － － － － － － － ○ － － ○ － － － － － － － － -

121 永久凍土 － － － － － － － － － ○ － － － － － － － － ○ － － － 63

122 水収支 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

123 河川流量 － － － － － － － － － ○ ○ ○ － ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - 64

124
流出地点の状態（河
川・沼）

－ － － － － － － － － ○ ○ ○ － ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - ○ 65

125 透水係数 － － － － － － － － － － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 66

126
地下水位
（地下水流動）

－ － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 67

127 地下水の流動特性 － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

128 深部流体 － － － － － － － － － － - － ○ - ○ ○ ○ ○ - - - - 68

129
天水の水質、化学組
成

－ － － － － － － － － － 69

130
表流水・地下水の水
質、化学組成

－ － － － － － － － － － 70

131 岩盤の鉱物･化学組成 － － － － － － － － － － ○ ○ - ○ - ○ ○ - - - ○ ○ -

132
地下水の水質、化学
組成

－ － － － － － － － － － － － － － ○ - ○ ○ ○ ○ - - -

133
生物学・生化学的現
象・微生物

－ － － － － － － － － － ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - -

134 コロイド － － － － － － － － － － ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ ○ -

135 有機物 － － － － － － － － － － - － - - ○ ○ ○ - - - ○ ○ -

○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

風化

変質

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

蒸発散量

涵養量
季節的な氷の量

風速・風向

台風、異常低温、豪雪に包含

永久凍土

涵養量、河川流量等で考慮

河川流量

流出地点の状態（河川・沼）

透水係数

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

地下水位（地下水流動）

地下水の流動特性

深部流体

天水の水質

表流水・地下水の水質

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）

80.生物学的現象に包含

地盤の特性（外部影響事象として
抽出しない）
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第 5 表 文献調査の結果抽出された人為事象 

 

 

地質環境の長期変動事象
（地表自然環境）

1 2,3,4 5 6 7 8 9 10 11 外部事象

1 船舶事故による油流出 ○ ○ ○ － ○ － 1 船舶事故による油流出

2 船舶による化学物質放出 ○ ○ ○ － －

3 船舶の爆発 ○ ○ ○ － －

4 船舶の衝突 ○ ○ ○ ○ － ○ － 3 船舶の衝突

5 航空機落下 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － 4 飛来物（航空機落下等）

6 鉄道事故による爆発 ○ ○ ○ － －

7 鉄道事故による化学物質放出 ○ ○ ○ － －

8 鉄道の衝突 ○ － ○ － ○ － 6 鉄道の衝突

9 交通事故による爆発 ○ ○ ○ － －

10 交通事故による化学物質放出 ○ ○ ○ － －

11 自動車の衝突 ○ － ○ － ○ － 8 自動車の衝突

12 爆発 - － ○ ○ － － － － ○ ○ － 9 近隣工場の爆発

13 工場事故による爆発 ○ ○ － ○ － － －

14 工場事故による化学物質放出 ○ ○ ○ ○ － － －

15 鉱山事故による爆発 ○ ○ － ○ － － － － －

16 鉱山事故による化学物質放出 ○ ○ － ○ － － － － －

17 土木・建築現場の事故による爆発 ○ ○ － ○ － － － － － －

18
土木・建築現場の事故による化学物
質放出

○ － － ○ － － － － － －

19 軍事基地の事故による爆発 ○ － － ○ － ○ － 13 軍事基地の事故（爆発、化学物質放出）

20 軍事基地からの飛来物 － － － ○ － ○ － 14 軍事基地からの飛来物

21 軍事行動による破壊･損傷 － － － － － － ○ － － 15 軍事行動による破壊･損傷

22 パイプライン事故・爆発 － － － ○ － － －

23 パイプライン事故後の化学物質 － － － ○ － － －

24 サイト貯蔵庫からの化学物質放出 － － ○ ○ ○ － ○ － － ○ － 17 敷地内における化学物質の漏えい

25 人工衛星の落下 ○ － － ○ － ○ ○ － － ○ － 18 人工衛星の落下

26 ダムの崩壊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ 19 ダムの崩壊

27 防壁・堤防の崩壊 － － － ○ ○ － － － ○ － － - 洪水に含める

28 電磁的障害 ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ 20 電磁的障害

29 掘削工事（敷地内外） － － － ○ － － － － ○ ○ － 21 掘削工事

30 重量物落下、重量輸送物による衝撃 － － － ○ － － － － － ○ － 22 重量物の落下

31 タービンミサイル － － ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 23 タービンミサイル

32 有毒ガス － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 24 有毒ガス

33 近隣工場の火災 － － － － － － － － － ○ － 25 近隣工場の火災

34 森林火災 ○ ○ － ○ － － － － ○ ○ － - 自然事象で考慮（27森林火災）

35 市街地の火災 ○ ○ － － － － － － － ○ － - 近隣工場の火災に包含

34 火災 ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － 26 火災

35 河川の流路変更 ○ － ○ － － － ○ － ○ － － - 河川の流路変更　自然事象に含む

36 鉱坑、井戸、油井 ○ － － － － － － － ○ － － - 敷地内に当該資源がない

パイプライン事故（爆発、化学物資の放
出）

○

○ ○ ○ ○ 16

○ 12
土木・建築現場の事故（爆発、化学物質
放出）

○ ○ ○

○

○

10 工場事故（化学物質放出）

○ ○ 11 鉱山事故（爆発、化学物質放出）

○ ○ ○

○ ○ ○

○ 2 船舶事故（爆発、化学物質放出）○

○ ○

○
○

5 鉄道事故（爆発、化学物質放出）

○ ○ ○
○ 7 交通事故（爆発、化学物質放出）

全事象

既往の国内外文献による外部事象
番号は国内外の文献一覧における文献No.を示す 許可基準規則及び許可

基準規則解釈*1、火山影

響評価ガイド*2

埋設施設へ影響を与える可能性のある事象
の抽出

*1：許可基準規則及び許可基準規則解釈に例示されている事象を含む場合は○で示す。  

*2：「火山影響評価ガイド」に記載される火山事象を含む場合は○で示す。  
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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第九条及びその解釈 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（異常時の放射線障害の防止) 

第九条 安全機能を有する施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始ま

での間において、当該安全機能を有する施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の

公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 9条(異常時の放射線障害の防止) 

1 第 9 条に規定する「放射線障害を及ぼさないもの」とは、以下の異常の発生の可能性を検討

し、異常が発生した場合における敷地周辺の公衆への実効線量の評価値が 5ミリシーベルト

以下であることをいう。 

一 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間においては、以下の事

故・異常の発生の可能性を検討し、廃棄物埋設施設に事故・異常が発生した場合において

も事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。 

① 誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散 

② 廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響 

③ その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放

出等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常 

2 第 9 条に規定する「廃止措置の開始まで」とは、ピット処分にあっては埋設の終了後 300～

400 年以内、トレンチ処分にあっては埋設の終了後 50 年程度を目安とする。 

 

2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(以下「許

可基準規則」という。)第二条第 2項第一号に「「安全機能」とは、廃棄物埋設施設の安全性を確

保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす

おそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、許可基準規則第二条第 2項第一号を考慮し、安全機能を「放射性物質の漏出を防

止する機能」、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」とし、その機能の維持期間及び考え方を第 1 表に

まとめる。 

第 1表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

廃止措置の開始後 
放射性廃棄物の 

受入れの開始から覆

土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

放射性物質の漏出を

防止する機能 
○ - - 

移行抑制機能 - ○ △ 

遮蔽機能 ○ ○ △ 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制機能」と

言う。 

○：安全機能が必要 

－：安全機能は不要 

△：線量評価において期待する 
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3. 評価対象設備 

許可基準規則第九条の評価対象としては、3 号廃棄物埋設施設のうち安全機能を有する埋設設

備及び覆土とする。また、安全機能を有しない埋設クレーンについても機器の破損・故障及び誤

操作が想定されるため、評価対象とする。 

 

4. 許可基準規則への適合のための評価方針 

許可基準規則第九条の評価方針としては、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置

の開始までの間において、埋設設備、覆土及び埋設クレーンで発生すると想定される異常事象を

選定するとともに、その条件について適切に設定し、評価を実施することにより、濃縮・埋設事

業所敷地(以下「敷地」という。)周辺の公衆に過大な放射線障害を及ぼさないことを確認する。 

なお、「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 9 条第 1

号に基づき、発生が想定される異常につき公衆の受ける線量が 5mSv 以下であることが判断基準と

なるが、廃棄物埋設施設(以下「本施設」という。)で取り扱う廃棄体は、容器に固型化されたも

のであり、放射性物質の飛散又は漏えいは起き難いという特徴を考慮し、公衆の受ける線量が

1mSv を十分に下回ることを目標とする。 

 

5. 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則第九条（異常時の放射線障害の防止）への適合性について確認した結果を以下に

まとめる。 

(1) 異常事象の選定 

「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 9条第 1項に

基づき、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から覆土完了までの間において、以下の異常の

発生の可能性を検討する。 

① 誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散 

② 廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響 

③ その他機器等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出

等であって、公衆の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常 

なお、覆土完了後から廃止措置の開始までの間については、放射性物質の漏えいのリスクの

大きい覆土完了前の評価に十分包含されることから、事象の選定は行わない。 

異常事象は、上記①②③に至る可能性のある事象を抽出し、異常への波及防止策を考慮した

場合でも、廃棄体の損傷又は放射性物質の漏出に至る可能性がある事象を選定する。 

「① 誤操作による放射性廃棄物の落下等に伴う放射性物質の飛散」及び「③ その他機器

等の破損、故障、誤動作又は操作員の誤操作等に伴う放射性物質の外部放出等であって、公衆

の放射線被ばくの観点から重要と考えられる異常」については、「機器の破損・故障及び誤操作」

として併せて検討する。さらに、「機器の破損・故障及び誤操作」については、廃棄体を取り扱

う工程と廃棄体以外の放射性物質を取り扱う(可能性があるものを含む。)工程に分けて検討す

る。事象の抽出に当たっては、設備の運用期間中に想定される動的機器の単一破損・故障及び

誤操作を想定する。さらに、「② 廃棄物埋設施設内の火災及び爆発による影響」については、

火災発生の防止、火災の感知・消火、影響軽減を考慮した設計としていることから、廃棄体の
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損傷に至ることは想定し難いため、火災による影響は考慮しない。また、操業工程において有

機溶剤や可燃性ガスは使用しないことから、爆発は発生しないため、爆発による影響は考慮し

ない。 

なお、本施設には安全性を確保する上で、常時機能維持が必要な動的機器はない。 

(i) 機器の破損・故障及び誤操作 

安全機能を有する 3号埋設設備において、廃棄体を取り扱う工程である「廃棄体定置」、「充

塡材充塡」及び「覆い設置」の各段階で作業工程ごとに想定される事象を抽出し、異常への

波及防止策を考慮し、廃棄体が損傷に至るか否かについて検討する。 

また、廃棄体以外の放射性物質を取り扱う(可能性があるもの含む。)工程に関係する設備

として、3 号埋設設備に付随する排水・監視設備があり、機器の破損・故障及び誤操作によ

って、放射性物質が漏出するか否かについて検討する。 

事象の抽出に当たっては、設備の運用期間中に想定される動的機器の単一破損・故障及び

誤操作を想定する。 

a. 廃棄体を取り扱う工程 

(a) 事象の抽出 

廃棄体を取り扱う機器は、インターロックの設置、埋設クレーンの吊具の構造によっ

て廃棄体の落下を機械的に防止するフェイルセーフ設計により、廃棄体及びコンクリー

ト仮蓋の落下防止を図っているが、機器の単一の破損・故障及び誤操作によって廃棄体

が損傷する可能性がある。したがって、各段階において、作業工程ごとに、機器の単一

の破損・故障又は誤操作によって廃棄体が損傷する可能性がある事象を抽出する。 

なお、機器の単一の故障における事象抽出に当たっては、制御装置の故障、プログラ

ムのバグ、配線ミス、接続不足に起因した事象を想定する。 

また、自動運転が主体である場合、誤操作は考慮しない。 

(一) 廃棄体定置 

低レベル廃棄物管理建屋(以下「管理建屋」という。)から廃棄物埋設地に輸送され

た廃棄体は、専用の廃棄体吊具を取り付けた埋設クレーンにより埋設設備へ定置する

(第 1図、第 2図参照)。廃棄体の定置終了後、埋設設備には、速やかに埋設クレーン

によりコンクリート仮蓋を取り付ける。 

本作業工程は、基本的に自動運転で実施する。 

事象の抽出結果を第 2表に示す。本作業工程では、埋設クレーンの廃棄体吊具のつ

かみ具の破損については波及防止策が存在しないため、廃棄体が損傷に至る可能性が

ある。 

なお、故障箇所と独立したインターロックを設置しており、異常への波及防止策と

して整理した。 
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第 1 図 廃棄物埋設地における埋設クレーンによる吊上げ 

 

 

 

 

廃棄体吊具は 8個の独立したつかみ具を備えている。 

第 2図 廃棄物埋設地における埋設クレーンによる定置 

  

廃棄体 

廃棄体吊具の

つかみ具 
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第 2 表 「廃棄体定置」の段階における事象抽出結果 

作業工程 故障箇所等 事象 異常への波及防止策 

埋設クレー

ンによる廃

棄体吊上げ

時 

吊上位置検出器 

吊上位置の誤検出によっ

て、過巻に至り、吊上用ワ

イヤーロープが切断する

ことによる廃棄体の落下 

故障箇所とは別の位置検出器

による通常の可動範囲を超え

ない位置で、吊上げが停止す

るインターロックの設置 

(故障箇所とは独立している) 

埋設クレー

ンによる廃

棄体搬送時 

埋設クレーン 

埋設クレーンのツイスト

ロック(第 3 図参照)1 箇所

又は吊上用ワイヤーロー

プ1本が破損することによ

る廃棄体の落下 

独立した 4 個のツイストロッ

ク及び 4 本のワイヤーロープ

の設置 

廃棄体吊具 

廃棄体吊具のつかみ具(第

2 図参照)が破損すること

による廃棄体の落下 

－ 

埋設クレー

ンによる廃

棄体吊下げ

時 

吊上位置検出器 

位置の誤検出によって、廃

棄体吊具のつかみ具が誤

開することによる廃棄体

の落下 

着床検出器による、着床検出

後に、つかみ具を開するイン

ターロックの設置 

(故障箇所とは独立している) 

埋設クレー

ンによるコ

ンクリート

仮蓋取付け

時 

操作員の誤操作 

埋設クレーンのツイスト

ロックをコンクリート仮

蓋吊上げ中に誤開させ、コ

ンクリート仮蓋が落下す

ることによる廃棄体の損

傷 

着床検出器によるコンクリー

ト仮蓋吊上げ時にツイストロ

ックの開放操作を受け付けな

いインターロックの設置 

コンクリート仮蓋を衝突

させることによる廃棄体

の損傷 

－ 

埋設クレーン 

埋設クレーンのツイスト

ロック1箇所又は吊上用ワ

イヤーロープ1本が破損す

ることによってコンクリ

ート仮蓋が落下すること

による廃棄体の損傷 

独立した 4 個のツイストロッ

ク及び 4 本のワイヤーロープ

の設置 
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ツイストロックは廃棄体吊具又

はコンクリート仮蓋に設けた受

部に差し込んだ後、中で回転させ

ることで廃棄体吊具又はコンク

リート仮蓋を固定し把持する機

構 

第 3図 2 号埋設クレーンツイストロック 

 

(二) 充塡材充塡 

コンクリート仮蓋の取り付け後、順次埋設設備の区画内にセメント系充塡材を充塡

する(第 4図参照)。 

本作業工程は、基本的に操作員による手動運転により行う。 

なお、本作業工程において、廃棄体が損傷に至る事象は想定されない。 

 

 

第 4 図 埋設設備内への充塡材充塡 

 

(三) 覆い設置 

充塡材の充塡後、順次埋設クレーンによりコンクリート仮蓋を取り外し、充塡材上

部にポーラスコンクリート層を設け、埋設設備の区画上部に覆いを設置する(第 5図参

照)。 

本作業工程は、基本的に操作員による手動運転により行う。 

事象の抽出結果を第 3表に示す。本作業工程では、操作員の誤操作による埋設設備

内へのコンクリート仮蓋の衝突については波及防止策が存在しないため、廃棄体が損

傷に至る可能性がある。ここで、埋設クレーンによるコンクリート仮蓋取り外しは、

充塡材の固化後に実施するため、コンクリート仮蓋を衝突させたとしても廃棄体が損

傷に至る可能性は低いと考えるが、廃棄体が損傷することを想定する。 

 

 

 

ツイストロック 
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第 5 図 埋設設備区画上部への覆い設置 

 

第 3 表 「覆い設置」の段階における事象抽出結果 

作業工程 故障箇所等 事象 異常への波及防止策 

埋設クレーン

によるコンク

リート仮蓋取

外し時 

操作員の誤操作 

埋設クレーンのツイストロッ

クをコンクリート仮蓋吊上げ

中に誤開させ、コンクリート

仮蓋が落下することによる廃

棄体の損傷 

着床検出器によるコン

クリート仮蓋吊上げ時

にツイストロックの開

放操作を受け付けない

インターロックの設置 

コンクリート仮蓋を衝突させ

ることによる廃棄体の損傷 
－ 

埋設クレーン 

埋設クレーンのツイストロッ

ク 1 箇所又は吊上用ワイヤー

ロープ 1 本が破損することに

よってコンクリート仮蓋が落

下することによる廃棄体の損

傷 

独立した 4 個のツイス

トロック及び 4 本のワ

イヤーロープの設置 

 

b. 異常事象の選定について 

異常事象の選定結果を第 4表に示す。 

 

第 4 表 廃棄体を取り扱う工程における異常事象の選定結果 

作業工程 故障箇所等 事象 

廃棄体定置 

埋設クレーンによる廃棄体搬

送時 
廃棄体吊具 

廃棄体吊具のつかみ具が破損

することによる廃棄体の落下 

埋設クレーンによるコンクリ

ート仮蓋取付け時 
操作員の誤操作 

コンクリート仮蓋を衝突させ

ることによる廃棄体の損傷 

覆い設置 
埋設クレーンによるコンクリ

ート仮蓋取外し時 
操作員の誤操作 

コンクリート仮蓋を衝突させ

ることによる廃棄体の損傷 
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c. 廃棄体以外の放射性物質を取り扱う工程 

廃棄体以外の放射性物質を取り扱う(可能性があるもの含む。)工程に関係する設備とし

て、3号埋設設備に付随する排水・監視設備がある。 

排水・監視設備の排水弁が開弁状態で故障することにより、降水等が埋設設備内に流入

し、放射性物質が漏出する可能性があるが、排水弁は手動弁で静的設備であるため、異常

事象として想定しない。 

 

(2) 異常事象発生時における廃棄体の損傷本数の設定 

「(1) 異常事象の選定」にて選定した異常事象発生時の廃棄体の損傷本数を第 5 表のとおり

設定する。 

 

第 5 表 廃棄体の損傷本数 

異常事象 発生場所 
廃棄体 

損傷本数 
損傷本数の考え方 

埋設クレーンの廃棄体
吊具の破損 

廃棄物埋設地 2 本 
廃棄体 1 本が落下し、その下部
にある定置中区画の廃棄体 1 本
も損傷する 

埋設クレーンによるコ
ンクリート仮蓋の取付
け・取外し時の操作員
の誤操作 

廃棄物埋設地 48 本 

コンクリート仮蓋を廃棄体へ衝
突させることにより、廃棄体の
定置が終了した区画において 48
本(8 本×3 列×2 段=48 本)の廃
棄体が損傷する 

ここで、「埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・取外し時の操作員の誤操作」にお

ける廃棄体損傷本数は、以下の考え方の下、設定した。 

コンクリート仮蓋の幅は、約 1.2m である。廃棄体は第 6図のように 8本×5列×10 段で埋設

設備内に定置する。ここで、1列目から 3列目の幅は約 1.1m であることから、コンクリート仮

蓋を衝突させることにより、8本×3列=24 本の廃棄体が損傷する可能性がある。最上段のみが

損傷した段階で操作を停止するものと考えられるが、2 段目までの廃棄体が損傷することを想

定し、8本×3列×2段=48 本の廃棄体が損傷すると設定する。 

 

 

第 6 図 損傷廃棄体イメージ平面図 
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(3)  線量評価 

結果が厳しくなるような条件設定の下で、線量評価を行う。また、評価に使用したパラメー

タは、添付資料 1に示す。 

(i) 埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 

埋設クレーンの廃棄体吊具の破損により、廃棄体が 1本落下し、その下部の埋設設備内に

ある廃棄体 1本の合計 2本が損傷する想定とした。 

a. 評価条件 

廃棄体の損傷により、飛散率に従って大気中に放射性物質が放出される。放出された放

射性物質は、大気条件によって拡散し、周辺監視区域境界付近に居住する人が吸入摂取す

ることによる被ばくを評価する。 

∙ / ∙ ∙  (1) 

 ： 吸入摂取による実効線量(Sv/事故) 

/  ： 相対濃度(h/m3) 

 ： 呼吸率(m3/h) 

 ： 核種iの吸入摂取による実効線量換算係数(Sv/Bq) 

 (2) 

 ： 飛散する核種iの放射能量(Bq/事故) 

なお、1事故当たりの放射性物質の放出時間は1時間に設定する。

 ： 核種iの放射能量(Bq) 

 ： 飛散率(－) 

ここで、核種 i の放射能量 は、添付資料 2 の考え方に基づき設定し、 / は廃棄物埋

設地における値とする。 

b. 評価結果 

公衆の受ける線量は、約 1.7×10-4mSv となる。 

(ii) 埋設クレーンによるコンクリート仮蓋取付け・取外し時の操作員の誤操作 

コンクリート仮蓋を廃棄体へ衝突させることにより、廃棄体の定置が終了した区画におい

て 48 本(8 本×3列×2段=48 本)の廃棄体が損傷する想定とした。 

a. 評価条件 

廃棄体の損傷により、飛散率に従って大気中に放射性物質が放出され、大気条件によっ

て拡散し、周辺監視区域境界付近に居住する人が吸入摂取することによる被ばくを評価す

る。 

評価式は、「(ⅰ) 埋設クレーンの廃棄体吊具の破損」と同じとする。また、核種 i の放

射能量 は、添付資料2の考え方に基づき設定し、/ は廃棄物埋設地における値とする。 

b. 評価結果 

公衆の受ける線量は、約 1.8×10-4mSv となる。 
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(iii) 線量評価のまとめ 

選定した異常事象について線量評価を行った結果、第 6表のとおり異常事象のうち最も公

衆の受ける線量が高い「埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・取外し時の操作員

の誤操作」においても、公衆の受ける線量は 1mSv を十分に下回ることを確認した。 

 

第 6表 周辺監視区域境界における公衆の受ける線量*1 

異常事象 公衆の受ける線量(mSv/事故) 

埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 約 1.7×10-4 

埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の 

取付け・取外し時の操作員の誤操作 
約 1.8×10-4 

*1 平均放射能濃度の損傷廃棄体本数が異なっていても、線量評価結果に差がない理由は、最大放射能

濃度の廃棄体による線量への寄与が大きく、影響が小さいためである。 

 

参考として第7表及び第8表に損傷廃棄体の放射能量の内訳(線量への寄与の大きいCo-60

及び全 α の例)及び相対濃度を示す。同じ 3号廃棄物埋設地の異常事象である「埋設クレー

ンの廃棄体吊具の破損」と「埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・取外し時の操

作員の誤操作」を比較すると、平均放射能濃度の損傷廃棄体本数が異なるものの、最大放射

能濃度の損傷廃棄体本数が同じであり、また、いずれの異常事象においても放射能量の合計

値に対する最大放射能濃度の損傷廃棄体による寄与が平均放射能濃度の損傷廃棄体と比べ

て大きく、さらに相対濃度は同じであるため、ほぼ同じ線量となっている。 

また、第 7表及び第 8表に放射能量の比を、第 9表に公衆の受ける線量における Co-60 及

び全 α の内訳を示す。 
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第 7 表 線量評価に用いる損傷廃棄体の放射能量(Co-60 の例)及び相対濃度*1 

異常事象 

損傷廃棄体の放射能量(Bq)*2 
相対濃度 

(s/m3) 
最大放射能濃度

の廃棄体 

平均放射能濃度

の廃棄体 
合計 

埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 
約 1.1×1013 

(1 本) 

約 7.1×108 

(1 本) 

約 1.1×1013 

(2 本) 
3.0×10-4 *3 

埋設クレーンによるコンクリート

仮蓋の取付け・取外し時の操作員の

誤操作 

約 1.1×1013 

(1 本) 

約 3.3×1010 

(47 本) 

約 1.1×1013 

(48 本) 
3.0×10-4 *3 

*1 表中に記載していない線量評価に用いるパラメータについては、異常事象において共通の値である。詳細

については添付資料 1参照。 

*2 括弧内の数値は損傷廃棄体本数を示す。 

*3 相対濃度は廃棄物埋設地における値を用いる。 

 

第 8 表 線量評価に用いる損傷廃棄体の放射能量(全 α の例)及び相対濃度*1 

異常事象 

損傷廃棄体の放射能量(Bq)*2,3 

相対濃度 

(s/m3) 
最大放射能濃度

の廃棄体 

平均放射能濃度

の廃棄体 
合計 

埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 
約 5.5×108 

(1 本) 

約 1.1×106 

(1 本) 

約 5.5×108 

(2 本) 
3.0×10-4 *4 

埋設クレーンによるコンクリート

仮蓋の取付け・取外し時の操作員の

誤操作 

約 5.5×108 

(1 本) 

約 5.1×107 

(47 本) 

約 6.0×108 

(48 本) 
3.0×10-4 *4 

*1 表中に記載していない線量評価に用いるパラメータについては、異常事象において共通の値である。詳細

については添付資料 1参照。 

*2 括弧内の数値は損傷廃棄体本数を示す。 

*3 線量評価に当たっては、全 α については、廃止措置の開始前の期間におけるビルドアップを考慮し、表

中の放射能量を 2倍に設定する。 

*4 相対濃度は廃棄物埋設地における値を用いる。  
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第 9 表 公衆の受ける線量における Co-60 及び全 α の内訳 

異常事象 

公衆の受ける線量(mSv/事故)*1 

Co-60 全α 合計*2 

埋設クレーンの廃棄体吊具の破損 
約 1.1×10-4 

(約 0.65) 

約 5.5×10-5 

(約 0.33) 

約 1.7×10-4 

(1.0) 

埋設クレーンによるコンクリート

仮蓋の取付け・取外し時の操作員

の誤操作 

約 1.1×10-4 

(約 0.63) 

約 6.0×10-5 

(約 0.34) 

約 1.8×10-4 

(1.0) 

*1 括弧内の数値は、当該線量が合計に対して占める割合(寄与率)を示す。 

*2 合計には、表に示す Co-60 及び全α以外の 9核種の線量も含む。 

 

 

以 上 

 



 

 

 

 

 

 

 

線量評価におけるパラメータ一覧 
 

 

添付資料 1 



 

添 1-1 

第 1 表 想定事故時の線量評価に用いるパラメータ 

パラメータ名 頁番号 

廃棄体中の核種 iの平均放射能濃度 2 

廃棄体中の核種 iの最大放射能濃度 3 

廃棄体 1本当たりの重量 4 

屋外労働作業中の呼吸率 5 

核種 iの吸入摂取による実効線量換算係数 6 

核種 iの半減期 7 

廃棄体落下に伴う内容物の飛散率 8 

損傷廃棄体本数(埋設クレーンの廃棄体吊具の破損) 9 

損傷廃棄体本数(埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・取外し時の

操作員の誤操作) 
10 

放出時間 11 

相対濃度 12 

  



 

添 1-2 

パラメータ 

名 称 単 位 

廃棄体中の核種 iの平均放射能濃度 [Bq/本] 

区分 ■ 共通 □ 平常時 □ 想定事故時 

設定値 

核種 設定値 

H-3 7.2×107 

C-14 9.5×106 

Co-60 7.2×108 

Ni-59 2.4×105 

Ni-63 2.7×107 

Sr-90 3.2×106 

Nb-94 3.9×104 

Tc-99 3.6×102 

I-129 4.0×101 

Cs-137 3.5×106 

全α 1.1×106 
 

設定根拠 

・総放射能量及び埋設する廃棄体本数を基に算出した。 

・全α核種は、廃止措置の開始前の期間におけるビルドアップを考慮して放射

能量を 2倍に設定し、線量評価を実施する。 

備考 

 

文献 

 

  



 

添 1-3 

パラメータ 

名 称 単 位 

廃棄体中の核種 iの最大放射能濃度 [Bq/t] 

区分 ■ 共通 □ 平常時 □ 想定事故時 

設定値 

核種 設定値 

H-3 1.2×1012 

C-14 3.3×1010 

Co-60 1.1×1013 

Ni-59 8.8×109 

Ni-63 1.1×1012 

Sr-90 6.6×1010 

Nb-94 3.3×108 

Tc-99 7.4×107 

I-129 1.1×106 

Cs-137 4.0×1011 

全α 5.5×108 
 

設定根拠 

・廃棄体重量を 300kg/本とし、総廃棄体重量約 60,000t を基に平均放射能濃

度を算出し、個々の廃棄体による放射能濃度の分布幅を考慮して、平均放射

能濃度の 600 倍と設定した。ただし、1号及び 2号廃棄物埋設施設の申請時

の政令濃度上限値(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律施行令」規定された濃度)を上回る場合は、政令濃度上限値を最大放射能

濃度とした。 

・全α核種は、廃止措置の開始前の期間におけるビルドアップを考慮して放射

能量を 2倍に設定し、線量評価を実施する。 

備考 

 

文献 

 

  



 

添 1-4 

パラメータ 

名 称 単 位 

廃棄体 1本当たりの重量 [t/本] 

区分 ■ 共通 □ 平常時 □ 想定事故時 

設定値 1 

設定根拠 

・廃棄体条件より、廃棄体内に含まれる放射性物質量が最大となるように設定

した。 

備考 

 

文献 

 

  



 

添 1-5 

パラメータ 

名 称 単 位 

屋外労働作業中の呼吸率 [m3/h] 

区分 ■ 共通 □ 平常時 □ 想定事故時 

設定値 1.2 

設定根拠 

・文献(1)に示されている成人男性の就業中の平均呼吸量から設定した。 

 

9.6m3/8h＝1.2m3/h 

備考 

 

文献 

(1) ICRP Pub.89(2002):Basic Anatomical and Physiological Data for Use in 

Radiological Protection: Reference Values 

  



 

添 1-6 

パラメータ 

名 称 単 位 

核種 iの吸入摂取による実効線量換算係数 [Sv/Bq] 

区分 ■ 共通 □ 平常時 □ 想定事故時 

設定値 

 

核種 設定値 

考慮した 

子孫核種 

(生成割合) 

H-3 4.5×10-11 - 

C-14 2.0×10-9 - 

Co-60 1.0×10-8 - 

Ni-59 1.3×10-10 - 

Ni-63 4.8×10-10 - 

Sr-90 3.8×10-8 Y-90(100%) 

Nb-94 1.1×10-8 - 

Tc-99 4.0×10-9 - 

I-129 3.6×10-8 - 

Cs-137 4.6×10-9 - 

全α 5.0×10-5 - 

設定根拠 

・ICRP の文献(1)(2)を参照する。 

・文献(2)にも実効線量換算係数の記載はあるが、これは作業者への被ばくに関

するデータであり、今回の評価は一般公衆の被ばくに対するものであるため、

文献(1)を参照した。 

・文献(1)には一般公衆の年齢別線量係数が示されているが、このうちの成人

(Adult)の数値で、肺での吸収型が不明な場合の推奨値が示されている核種は

その数値を、推奨値が示されていない核種は最大の数値を引用した。また、

経口摂取と同様に、短半減期の子孫核種のうち、文献(1)に示されている核種

の寄与を考慮している。 

・子孫核種に関して、短半減期の子孫核種のうち、文献(1)に示されている核種

については、生成割合を考慮して親核種の実効線量換算係数に足し合わせた。

ただし、文献(1)に示されていない子孫核種については、親核種に記載された

実効線量換算係数の数値をそのまま使用した。 

・全α核種の実効線量換算係数は、組成比が大きい Pu-239(実効線量換算係数

5.0×10-5)、Am-241(実効線量換算係数 4.2×10-5)のうち大きい方(Pu-239)の

値を用いる。 

備考 
 

文献 

(1) ICRP Publication 72(1996):Age-dependent Doses to Members of the 

Public from Intake of Radionuclides: Part 5 Compilation of Ingestion 

and Inhalation Dose Coefficients 

(2) ICRP Publication 68(1994):Dose Coefficients for Intakes of 

Radionuclides by Workers 

  



 

添 1-7 

パラメータ 

名 称 単 位 

核種 iの半減期 [y] 

区分 ■ 共通 □ 平常時 □ 想定事故時 

設定値 

 

核種 設定値 

H-3 1.23×101 

C-14 5.70×103 

Co-60 5.27×100 

Ni-59 1.01×105 

Ni-63 1.00×102 

Sr-90 2.88×101 

Nb-94 2.03×104 

Tc-99 2.11×105 

I-129 1.57×107 

Cs-137 3.02×101 

全 α 

Pb-210 2.22×101 

Po-210 3.79×10-1 

Ra-226 1.60×103 

Ac-227 2.18×101 

Th-229 7.34×103 

Th-230 7.54×104 

Pa-231 3.28×104 

U-233 1.59×105 

U-234 2.46×105 

U-235 7.04×108 

Np-237 2.14×106 

Pu-239 2.41×104 

Am-241 4.32×102 
 

設定根拠 

・ 半減期に関する文献は、ICRP Pub.107(1)以外にも Table of Isotope(2)などが

あるが、最終的に人への被ばくを考慮するので、線量評価のための推奨値と

して設定された ICRP の最新の文献(ICRP Pub.107)の値を使用した。 

・ 地質環境に係る長期変動事象、将来における生活環境及び廃棄物埋設地の状

態設定に応じて変動するものではないため、各シナリオで共通の数値とし

た。 

・ ICRP Pub.107 で記載されている半減期には、変動幅は与えられていない。半

減期のような核壊変に関するデータは、主要な核種についてはすでに多くの

データが取得されており、文献によりわずかに値が異なる場合もあるが、一

般的に不確実性は小さい。 

備考  

文献 

(1) International Commission on Radiological Protection(2008)： Nuclear 

Decay Data for Dosimetric Calculations, ICRP Publication 107 

(2) Richard B. Firestone(1996)： Table of Isotopes: Eighth Edition 

  



 

添 1-8 

パラメータ 

名 称 単 位 

廃棄体落下に伴う内容物の飛散率 [-] 

区分 □ 共通 □ 平常時 ■ 想定事故時 

設定値 1×10-5 

設定根拠 

 

・文献(1)における廃棄体落下事故評価用の廃棄体内容物の飛散率を以下の表に示

す。本施設に埋設する廃棄体はセメント系充塡材を用いた充塡固化体であるこ

とから、同様にセメント固化された樹脂、スラッジ及び濃縮廃液のセメント固

化体における値を飛散率として設定した。 

 

廃棄体内容物 飛散率[-] 

脱水ゼオライト、樹脂、 

スラッジ、フィルタカートリッジ 
1×10-4 

樹脂、スラッジ及び 

濃縮廃液のセメント固化体 
1×10-5 

樹脂、スラッジ及び濃縮廃液の 

ビニルエステル(プラスチック)固化体 
1×10-6 

廃棄物のビチューメン固化体 1×10-6 

 

・また、電気事業者及び日本原燃が 1995 年に共同で実施した充塡固化体の廃棄体

落下試験によると、吊り上げ高さ 8m(3 号埋設クレーンの最大吊上げ高さと同

様)から廃棄体落下した際の漏出率は最大で 6.4×10-7であり、1×10-5よりも小

さな値である。落下試験の値を以下に示す。 

 

収納廃棄物 収納状態 収納容器 
廃棄体重量 

[kg] 

漏出物重量 

[mg] 

漏出率*1 

[-] 

非圧縮物 普通 ドラム缶 583 0 0 

非圧縮物 密 内張容器 461 104 2.3×10-7 

非圧縮物 密 内籠容器 477 0 0 

圧縮体 - 内籠容器 389 249 6.4×10-7 

溶融体 - ドラム缶 870 87 1.0×10-7 

*1 (漏出率[-])＝(漏出物重量[kg])/(廃棄体重量[kg]) 
 

 

備考  

文献 

(1) U.S.NRC(1981):NUREG-0683 Final Programmatic Environmental Impact 

Statement related to decontamination and disposal of radioactive waste 

resulting from March 28, 1979, accident Three Mile Island Nuclear 

Station, Unit 2 
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パラメータ 

名 称 単 位 

損傷廃棄体本数(埋設クレーンの廃棄体吊具の破損) [本] 

区分 □ 共通 □ 平常時 ■ 想定事故時 

設定値 

 設定値 

最大放射能濃度の 

損傷廃棄体本数 
1 

平均放射能濃度の 

損傷廃棄体本数 
1 

 

設定根拠 

・廃棄物埋設地において、廃棄体 1 本が落下し、その下部にある定置中区画の

廃棄体 1本も損傷するとして設定した。 

 

【最大放射能濃度の損傷廃棄体本数考え方】 

・埋設設備又は埋設設備群に定置された全ての廃棄体が平均濃度である状態に、

1本ずつ最大放射能濃度の廃棄体に置き換えていったときに、以下の条件を満

たす最大本数を設定した。 

 埋設設備ごとに、11核種それぞれの放射能量の合計値を総放射能量の2/8*1以

下とする。 

 東西方向2埋設設備ごとに、11核種それぞれの放射能量の合計値を総放射能量

の1/4以下とする。 

・以上の条件より、最大放射能濃度の廃棄体を複数本受け入れることは想定し

にくいが、保守的に400本当たり1本含まれると設定した。 

 

備考 

*1 「決定グループ」の被ばくにおける均質性の考え方(1)を参考に、局所的に

放射能濃度の高い場所を掘削することによって受ける被ばく(廃止措置の開

始後の人為事象シナリオ)を考慮しても、線量の分布が 3倍以内であれば代表

性を損なうことはないとし、保守側に 1 埋設設備単位で平均値の 2 倍までを

許容するとし、平均化要件を設定した。 

文献 

(1) 社団法人日本アイソトープ協会(昭和 61 年)：ICRP Publication 43 公衆

の放射線防護のためのモニタリングの諸原則 
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パラメータ 

名 称 単 位 

損傷廃棄体本数 

(埋設クレーンによるコンクリート仮蓋の取付け・ 

取外し時の操作員の誤操作) 

[本] 

区分 □ 共通 □ 平常時 ■ 想定事故時 

設定値 

 設定値 

最大放射能濃度の 

損傷廃棄体本数 
1 

平均放射能濃度の 

損傷廃棄体本数 
47 

 

設定根拠 

・廃棄物埋設地において、コンクリート仮蓋の埋設設備内への落下による、廃

棄体の定置が終了した区画において48本(8本×3列×2段=48本)の廃棄体が

損傷するとして設定した。 

 

【最大放射能濃度の損傷廃棄体本数考え方】 

・損傷廃棄体本数(埋設クレーンの廃棄体吊具の破損)の考え方と同様とした。 

備考 
 

文献 
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パラメータ 

名 称 単 位 

放出時間 [h] 

区分 □ 共通 □ 平常時 ■ 想定事故時 

設定値 1 

設定根拠 

・廃棄体落下程度の衝撃による短時間での放射性物質の飛散を考えるため、実

効放出継続時間は 1時間とする。 

備考 

 

文献 
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パラメータ 

名 称 単 位 

相対濃度 [s/m3] 

区分 □ 共通 □ 平常時 ■ 想定事故時 

設定値 廃棄物埋設地 
設定値 

3.0×10-4 
 

設定根拠 

・詳細については、「第四条 地震による損傷の防止 添付資料 2 内部被ばく

評価に用いるパラメータ」にて整理。 

備考 

 

文献 

 



 

 

 

 

 

 

 

最大放射能濃度の損傷廃棄体本数、核種 iの放

射能量 について 

添付資料 2 
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  最大放射能濃度の損傷廃棄体本数、核種 iの放射能量は以下の考えに基づき設定する。 

 

1. 設定の考え方 

(1) 前提条件 

最大放射能濃度の損傷廃棄体本数の設定に当たっては、埋設設備 1基ごとの放射能量の合計

値が平均放射能量の 2 倍を超えないように埋設すること(埋設条件)を考慮し、その放射能量を

超えない範囲で最大放射能濃度の廃棄体が含まれるものとして本数を設定する。 

(2) 3 号廃棄物埋設施設 

 最大放射能濃度の廃棄体と平均放射能濃度の廃棄体における核種ごとの放射能量比より、

3号廃棄物埋設施設は約500本当たり1本の割合で最大放射能濃度の廃棄体が含まれるも

のとすると全重要核種において十分保守的であるが、さらに保守的に 1 区画(400 本)に 1

本の割合で最大放射能濃度の廃棄体が含まれるものとする。 

 最大放射能濃度以外の廃棄体は平均放射能濃度(総放射能量を埋設最大廃棄体本数で除し

た値)とする。 

 放射能濃度の平均的な埋設条件を満足するように放射能量を設定する。 

 

2. 核種 iの放射能量 の算出について 

以下の式に基づき、核種 iの放射能量を算出する。 

					 	 	
				 	  

(1) 

 ： 廃棄体中の核種iの最大放射能濃度(Bq/t) 

 ： 廃棄体1本当たりの重量(t/本) 

 ： 最大放射能濃度の損傷廃棄体本数(本) 

 ： 廃棄体中の核種iの平均放射能濃度(Bq/本) 

 ： 平均放射能濃度の損傷廃棄体本数(本) 

 ： 放射能濃度の平均的な埋設条件による1基当たりの上限値(Bq) 

 

 

 


